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指
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指
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令
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山
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短
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卒
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の
実
施
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令
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山
口
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用
高
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程
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験
の
実
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🄐
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女
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🄐
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回
）
の
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施
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…

告

示

山
口
県
告
示
第
二
百
二
十
二
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
医
療

機
関
か
ら
次
の
と
お
り
医
療
機
関
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
四
年
七
月
八
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

医

療

機

関

廃
止
年
月
日

名

称

所

在

地

医
療
法
人
社
団
三
志
会
藤
本
循

環
器
科
・
内
科

岩
国
市
南
岩
国
町
四
丁
目
五
七
番
二
七

号

令
和
四
、

四
、

一

あ
お
き
歯
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

宇
部
市
大
字
中
野
開
作
四
一
五
の
三

〃

〃

三
〇

ま
つ
だ
歯
科

山
口
市
佐
山
一
二
五
七
の
一

〃

〃

〃

高
雄
歯
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

萩
市
大
字
御
許
町
四
二
の
一

〃

五
、

四

宇
都
宮
歯
科
医
院

下
松
市
生
野
屋
西
一
丁
目
三
番
一
一
号

〃

〃

九

上
利
真
貫
堂
薬
局

山
口
市
鰐
石
町
五
番
一
五
号

〃

四
、
三
〇

よ
し
き
薬
局

〃

吉
敷
下
東
一
丁
目
一
六
番
五
号

〃

五
、

一

山
口
県
告
示
第
二
百
二
十
三
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
扶
助
の

た
め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

令
和
四
年
七
月
八
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

医

療

機

関

指
定
年
月
日

名

称

所

在

地

ふ
じ
も
と
内
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

岩
国
市
尾
津
町
二
丁
目
二
二
番
一
〇
号

令
和
四
、

四
、

一

あ
お
き
歯
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

宇
部
市
大
字
中
野
開
作
四
一
五
の
三

〃

五
、

〃

医
療
法
人
ま
つ
だ
歯
科

山
口
市
佐
山
一
二
五
七
の
一

〃

〃

〃

高
雄
歯
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

萩
市
大
字
Ḻ
屋
町
五
五

〃

〃

四

宇
都
宮
歯
科
医
院

下
松
市
生
野
屋
西
一
丁
目
三
番
一
一
号

〃

〃

一
〇

ゆ
う
薬
局

岩
国
市
由
宇
町
中
央
一
丁
目
二
番
八
号

〃

〃

二

公

告

（
一
二
六
）
令
和
四
年
度
山
口
県
補
正
予
算
の
要
領
の
公
表

令
和
四
年
六
月
山
口
県
議
会
定
例
会
で
議
決
さ
れ
た
令
和
四
年
度
山
口
県
補
正
予
算
の
要
領
は
、
次

の
と
お
り
で
す
。

一
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令
和
四
年
七
月
八
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

令
和
⚔
年
度
山
口
県
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
⚑
号
）

令
和
⚔
年
度
山
口
県
の
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
⚑
号
）
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
歳
入
歳
出
予
算
の
補
正
）

第
⚑
条
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
、
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
8,349,590千

円
を
追
加
し
、
歳
入
歳
出

予
算
の
総
額
を
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
794,593,393千

円
と
す
る
。

⚒
歳
入
歳
出
予
算
の
補
正
の
款
項
の
区
分
及
び
当
該
区
分
ご
と
の
金
額
並
び
に
補
正
後
の
歳
入
歳
出

予
算
の
金
額
は
、
「
第
⚑
表
歳
入
歳
出
予
算
補
正
」
に
よ
る
。

（
債
務
負
担
行
為
の
補
正
）

第
⚒
条
債
務
負
担
行
為
の
追
加
は
、
「
第
⚒
表
債
務
負
担
行
為
補
正
」
に
よ
る
。

第
⚑
表
歳
入
歳
出
予
算
補
正

（
単
位
千
円
）

歳
入

款
項

補
正
額

補
正
前
の
額

計
⚘
使
用
料
及
び
手
数

料
6,960

8,856,532

8,863,492

⚒
手

数
料

6,960

1,865,266

1,872,226

⚙
国
庫
支
出
金

7,242,480

134,646,322

141,888,802

⚒
国
庫
補
助
金

7,242,480

95,133,612

102,376,092

13繰
越

金

10,550

0

10,550

⚑
繰

越
金

10,550

0

10,550

14諸
収

入

1,089,600

100,489,508

101,579,108

⚑
貸
付
金
元
利
収

入

1,089,600

94,245,179

95,334,779

歳
入

合
計

8,349,590
786,243,803

794,593,393
歳

出
款

項
補
正
額

補
正
前
の
額

計
⚒
総

務
費

716,679

35,656,462

36,373,141

⚒
企
画
調
整
費

716,679

8,386,864

9,103,543

⚓
民

生
費

1,898,171

101,178,977

103,077,148

⚑
社
会
福
祉
費

1,652,971

78,436,929

80,089,900

⚔
児
童
福
祉
費

245,200

21,702,932

21,948,132

⚔
衛

生
費

680,156

67,770,916

68,451,072

⚑
公
衆
衛
生
費

680,156

53,340,498

54,020,654

⚖
農
林
水
産
業
費

657,210

38,905,435

39,562,645

⚑
農

業
費

521,115

15,340,382

15,861,497

⚒
畜
産
業
費

70,095

379,754

449,849

⚕
水
産
業
費

66,000

5,295,394

5,361,394

⚗
商

工
費

4,126,643

110,401,670

114,528,313

⚑
商

業
費

268,000

4,809,382

5,077,382

⚒
工
鉱
業
費

2,643,643

97,767,979

100,411,622

⚓
観

光
費

1,215,000

7,824,309

9,039,309

10教
育

費

270,731

133,914,779

134,185,510

⚙
保
健
体
育
費

13,562

775,155

788,717

11学
事

費

257,169

9,327,959

9,585,128

歳
出

合
計

8,349,590
786,243,803

794,593,393
第
2
表
債
務
負
担
行
為
補
正

追
加

事
項

期
間

限
度

額

１
経
営
安
定
支
援
資
金

（
原
油
価
格
・
物
価
高
騰

対
応
資
金
）
に
係
る
山
口

県
信
用
保
証
協
会
に
対
す

る
損
失
補
償

令
和
４
年
度
か
ら

令
和
14年
度
ま
で

山
口
県
信
用
保
証
協
会
が
令
和
４
年
度
に
3,000,000千

円
を
限
度
と
し
て
貸
付
け
を
行
う
経
営
安
定
支
援
資
金
（
原
油

価
格
・
物
価
高
騰
対
応
資
金
）
に
係
る
債
務
保
証
に
よ
り
受

け
る
損
失
の
70/100に

相
当
す
る
額

令
和
⚔
年
度
産
業
団
地
整
備
事
業
特
別
会
計
予
算

令
和
⚔
年
度
山
口
県
の
産
業
団
地
整
備
事
業
特
別
会
計
の
予
算
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
歳
入
歳
出
予
算
）

第
⚑
条
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
は
、
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
77,972千

円
と
定
め
る
。

⚒
歳
入
歳
出
予
算
の
款
項
の
区
分
及
び
当
該
区
分
ご
と
の
金
額
は
、
「
第
⚑
表
歳
入
歳
出
予
算
」

に
よ
る
。

（
債
務
負
担
行
為
）

第
⚒
条
地
方
自
治
法
（
昭
和
22年

法
律
第
67号

）
第
214条

の
規
定
に
よ
り
債
務
を
負
担
す
る
行
為

を
す
る
こ
と
が
で
き
る
事
項
、
期
間
及
び
限
度
額
は
、
「
第
⚒
表
債
務
負
担
行
為
」
に
よ
る
。

（
地
方
債
）

第
⚓
条
地
方
自
治
法
第
230条

第
⚑
項
の
規
定
に
よ
り
起
こ
す
こ
と
が
で
き
る
地
方
債
の
起
債
の
目

的
、
限
度
額
、
起
債
の
方
法
、
利
率
及
び
償
還
の
方
法
は
、
「
第
⚓
表
地
方
債
」
に
よ
る
。

第
⚑
表
歳
入
歳
出
予
算

（
単
位
千
円
）

歳
入

二
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款
項

金
額

1
分
担
金
及
び
負
担
金

7,771
1
負

担
金

7,771
5
諸

収
入

1
1
雑

入
1

6
県

債
70,200

1
県

債
70,200

歳
入

合
計

77,972
歳

出
款

項
金

額
1
産
業
団
地
整
備
事
業
費

77,972
1
産
業
団
地
整
備
事
業
費

77,972
歳

出
合

計
77,972

第
2
表
債
務
負
担
行
為

事
項

期
間

限
度

額

１
産
業
団
地
整
備
に
係
る

設
計
委
託
の
年
度
を
越
え

る
事
業
を
一
括
契
約
す
る

こ
と
。
（
小
周
防
地
区
）

令
和
４
年
度
か
ら

令
和
６
年
度
ま
で
50,000千

円

第
3
表
地

方
債

（
単
位
千
円
）

起
債

の
目

的
限
度
額
起
債
の
方
法

利
率

償
還
の
方
法

産
業
団
地
整
備
事
業

70,200証
書
借
入
又

は
証
券
発
行
年
8.0％

以
内
た
だ
し
、

利
率
見
直
し

方
式
で
借
り

入
れ
る
資
金

に
つ
い
て
、

利
率
の
見
直

し
を
行
っ
た

後
に
お
い
て

は
、
当
該
見

直
し
後
の
利

率
に
よ
る
。

元
利
均
等
半
年
賦
又
は
元
金
均

等
半
年
賦
30年
以
内

た
だ
し
、
特
別
の
も
の
は
、

借
入
先
と
協
議
し
て
定
め
る
条

件
に
よ
る
。

人
事
委
員
会

公

告令
和
四
年
度
山
口
県
職
員
採
用
短
大
卒
業
程
度
試
験
の
実
施

令
和
四
年
度
山
口
県
職
員
採
用
短
大
卒
業
程
度
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
し
ま
す
。

令
和
四
年
七
月
八
日

山
口
県
人
事
委
員
会

一

試
験
職
種
、
採
用
予
定
人
員
及
び
職
務
の
概
要

試
験
は
、
次
の
表
の
と
お
り
行
い
ま
す
。

試
験
職
種

採
用
予
定

人

員

職

務

の

概

要

司

書

二
人
程
度

山
口
県
立
山
口
図
書
館
に
お
け
る
専
門
業
務

二

受
験
資
格

㈠

平
成
五
年
四
月
二
日
か
ら
平
成
十
五
年
四
月
一
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
者
で
、
司
書
の
資
格
を
有

す
る
者
又
は
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
当
該
資
格
を
取
得
す
る
見
込
み
の
者

㈡

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
受
験
で
き
ま
せ
ん
。

⚑

日
本
の
国
籍
を
有
し
な
い
者
（
就
労
可
能
な
在
留
資
格
を
有
す
る
も
の
を
除
く
。
）

⚒

民
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
四
十
九
号
）
附
則
第
三
条
第
三
項

の
規
定
に
よ
り
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
準
禁
治
産
者

⚓

禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
る
ま
で
又
は
そ
の
執
行
を
受
け
る
こ
と
が

な
く
な
る
ま
で
の
者

⚔

山
口
県
に
お
い
て
懲
戒
免
職
の
処
分
を
受
け
、
当
該
処
分
の
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
な
い
者

⚕

日
本
国
憲
法
又
は
そ
の
下
に
成
立
し
た
政
府
を
暴
力
で
破
壊
す
る
こ
と
を
主
張
す
る
政
党
そ

の
他
の
団
体
を
結
成
し
、
又
は
こ
れ
に
加
入
し
た
者

三

試
験
の
方
法
、
内
容
、
日
時
及
び
場
所

試
験
は
、
第
一
次
試
験
及
び
第
二
次
試
験
と
し
、
第
二
次
試
験
は
、
第
一
次
試
験
合
格
者
に
つ
い

て
行
い
ま
す
。

㈠

第
一
次
試
験

⚑

方
法
及
び
内
容

筆
記
試
験
に
よ
る
短
期
大
学
卒
業
程
度
の
教
養
試
験
及
び
専
門
試
験
を
次
の
と
お
り
行
い
ま

二
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す
。

⑴

教
養
試
験

公
務
員
と
し
て
必
要
な
一
般
的
な
知
識
及
び
知
能
に
つ
い
て
、
択
一
式
に
よ
り
行
い
ま

す
。

⑵

専
門
試
験

試
験
職
種
に
応
じ
た
必
要
な
専
門
的
知
識
及
び
技
術
に
つ
い
て
、
択
一
式
に
よ
り
行
い
ま

す
。な

お
、
試
験
の
出
題
分
野
は
、
別
表
の
と
お
り
で
す
。

⚒

日
時

令
和
四
年
九
月
二
十
五
日
（
日
曜
日
）

試
験
室
入
室

午
前
九
時
三
十
分
ま
で

教
養
試
験

午
前
十
時
か
ら
午
後
零
時
三
十
分
ま
で

専
門
試
験

午
後
一
時
三
十
分
か
ら
午
後
三
時
三
十
分
ま
で

⚓

場
所

山

口

市

山
口
県
立
大
学

㈡

第
二
次
試
験

⚑

方
法
及
び
内
容

⑴

論
文
試
験

思
考
力
、
表
現
力
、
構
成
力
等
に
つ
い
て
試
験
を
行
い
ま
す
。

⑵

口
述
試
験

人
物
に
つ
い
て
総
合
的
に
評
定
す
る
た
め
、
個
別
面
接
に
よ
る
試
験
を
行
い
ま
す
。

⚒

日
時
及
び
場
所

⑴

論
文
試
験

日

時

令
和
四
年
十
月
十
五
日
（
土
曜
日
）

場

所

山
口
市
小
郡
下
郷
三
五
六
〇
番
地
の
二

山
口
県
総
合
交
通
セ
ン
タ
ー

⑵

口
述
試
験

日

時

令
和
四
年
十
月
十
七
日
（
月
曜
日
）
か
ら
同
月
三
十
一
日
（
月
曜
日
）
ま
で
の

間
で
山
口
県
人
事
委
員
会
が
指
定
す
る
日

場

所

山
口
市
滝
町
一
番
一
号

山
口
県
庁

詳
細
に
つ
い
て
は
、
第
一
次
試
験
の
合
格
通
知
の
際
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

四

配
点

第
一
次
試
験
及
び
第
二
次
試
験
の
配
点
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
と
し
ま
す
。

㈠

第
一
次
試
験

教
養
試
験

五
〇
点

専
門
試
験

五
〇
点

㈡

第
二
次
試
験

論
文
試
験

六
〇
点

口
述
試
験

一
四
〇
点

五

合
格
者
の
決
定
方
法

㈠

第
一
次
試
験
合
格
者
は
、
試
験
の
得
点
順
に
決
定
し
ま
す
。

た
だ
し
、
教
養
試
験
又
は
専
門
試
験
の
得
点
が
平
均
点
の
六
割
未
満
の
場
合
は
、
不
合
格
と
な

り
ま
す
。

㈡

最
終
合
格
者
は
、
第
一
次
試
験
の
得
点
の
い
か
ん
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
二
次
試
験
の
結
果
に
基

づ
い
て
決
定
し
ま
す
。

た
だ
し
、
論
文
試
験
の
得
点
が
平
均
点
の
五
割
以
下
の
場
合
又
は
口
述
試
験
の
得
点
が
三
十
五

点
以
下
の
場
合
は
、
不
合
格
と
な
り
ま
す
。

六

合
格
者
の
発
表

㈠

第
一
次
試
験
合
格
者

令
和
四
年
十
月
四
日
（
火
曜
日
）
と
し
、
合
格
者
の
受
験
番
号
を
山
口
県
人
事
委
員
会
事
務
局

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
「
山
口
県
職
員
採
用
試
験
情
報
」
に
掲
載
す
る
と
と
も
に
、
合
格
者
に
文
書

で
通
知
し
ま
す
。

㈡

最
終
合
格
者

令
和
四
年
十
一
月
中
旬
と
し
、
合
格
者
の
受
験
番
号
を
山
口
県
人
事
委
員
会
事
務
局
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
の
「
山
口
県
職
員
採
用
試
験
情
報
」
に
掲
載
す
る
と
と
も
に
、
合
格
者
に
文
書
で
通
知
し

ま
す
。

な
お
、
発
表
日
は
、
第
二
次
試
験
当
日
に
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

㈢

試
験
の
得
点
等
の
開
示

試
験
の
得
点
及
び
順
位
の
開
示
は
、
山
口
県
人
事
委
員
会
事
務
局
に
お
い
て
行
う
の
で
、
試
験

の
得
点
及
び
順
位
の
開
示
を
受
け
よ
う
と
す
る
受
験
者
は
、
合
格
者
の
発
表
日
（
第
一
次
試
験
の

合
格
者
に
あ
っ
て
は
、
最
終
合
格
者
の
発
表
日
）
以
後
、
来
所
の
上
、
そ
の
旨
を
山
口
県
人
事
委

員
会
に
申
し
出
て
く
だ
さ
い
。

七

合
格
か
ら
採
用
ま
で
の
経
路
及
び
給
与

㈠

合
格
者
は
、
山
口
県
人
事
委
員
会
が
作
成
す
る
採
用
候
補
者
名
簿
に
登
載
さ
れ
、
こ
の
う
ち
か

ら
各
任
命
権
者
が
採
用
者
を
決
定
し
ま
す
。
こ
の
名
簿
は
、
原
則
と
し
て
一
年
間
有
効
で
す
。

㈡

採
用
は
、
原
則
と
し
て
令
和
五
年
四
月
一
日
に
行
わ
れ
ま
す
。

㈢

給
与
は
、
各
人
の
経
歴
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
が
、
一
般
の
職
員
の
場
合
は
、
一
般
職
の
職
員
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の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
六
年
山
口
県
条
例
第
二
号
）
別
表
第
一
の
行
政
職
給
料
表
の

一
級
十
九
号
給
の
給
料
月
額
が
支
給
さ
れ
る
ほ
か
、
扶
養
手
当
、
住
居
手
当
、
通
勤
手
当
、
期
末

手
当
、
勤
勉
手
当
等
が
そ
れ
ぞ
れ
の
支
給
要
件
に
応
じ
て
支
給
さ
れ
ま
す
。

八

受
験
手
続
及
び
受
付
期
間

㈠

受
験
案
内
の
請
求

令
和
四
年
七
月
八
日
（
金
曜
日
）
以
後
に
山
口
県
人
事
委
員
会
事
務
局
（
山
口
市
滝
町
一
番
一

号
（
郵
便
番
号
七
五
三－

八
五
〇
一
）
）
に
請
求
し
て
く
だ
さ
い
。
郵
便
で
請
求
す
る
場
合
は
、

封
筒
の
表
に
「
短
大
卒
業
程
度
受
験
案
内
請
求
」
と
朱
書
し
、
百
二
十
円
分
の
切
手
を
貼
っ
た
宛

先
及
び
郵
便
番
号
を
明
記
し
た
返
信
用
封
筒
（
縦
三
十
三
・
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
二
十
四
セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
も
の
）
を
必
ず
同
封
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
受
験
案
内
は
、
県
内
の
県
民
局
に
も
あ
り
ま
す
。

㈡

受
験
の
申
込
み

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
受
験
の
申
込
み
を
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
特
別
の
事
情
に
よ
り
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
る
受
験
の
申
込
み
を
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
は
、
令
和
四
年
八
月
二
日
（
火
曜
日
）
ま
で
に
山
口
県
人
事
委
員
会
事

務
局
（
電
話
〇
八
三－

九
三
三－

四
四
七
四
）
に
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

㈢

受
験
上
の
希
望
事
項

身
体
の
障
害
等
が
あ
る
者
で
試
験
当
日
に
車
椅
子
等
補
装
具
を
使
用
す
る
な
ど
、
受
験
に
際
し

て
の
希
望
事
項
が
あ
る
者
は
、
受
験
申
込
書
の
該
当
欄
に
必
ず
そ
の
内
容
を
記
入
し
て
く
だ
さ

い
。な

お
、
記
入
に
当
た
っ
て
は
、
山
口
県
人
事
委
員
会
事
務
局
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
「
山
口
県
職

員
採
用
試
験
情
報
」
に
掲
載
し
て
い
る
「
障
害
者
へ
の
受
験
上
の
配
慮
に
係
る
取
扱
要
領
」
を
参

照
し
て
く
だ
さ
い
。

㈣

受
付
の
期
間
及
び
時
間

令
和
四
年
七
月
八
日
（
金
曜
日
）
午
前
九
時
か
ら
同
年
八
月
十
六
日
（
火
曜
日
）
午
後
五
時
ま

で

九

そ
の
他

こ
の
試
験
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
山
口
県
人
事
委
員
会
事
務
局
に
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

別
表

出

題

分

野

生
涯
学
習
概
論

図
書
館
概
論
（
図
書
館
制
度
を
含
む
）

図
書
館
経
営
論

図
書
館
サ
ー
ビ
ス
論

情
報

サ
ー
ビ
ス
論

図
書
館
情
報
資
源
論

情
報
資
源
組
織
論

児
童
サ
ー
ビ
ス
論

公

告令
和
四
年
度
山
口
県
職
員
採
用
高
校
卒
業
程
度
試
験
の
実
施

令
和
四
年
度
山
口
県
職
員
採
用
高
校
卒
業
程
度
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
し
ま
す
。

令
和
四
年
七
月
八
日

山
口
県
人
事
委
員
会

一

試
験
職
種
、
採
用
予
定
人
員
及
び
職
務
の
概
要

試
験
は
、
次
の
表
の
と
お
り
行
い
、
一
職
種
に
限
り
受
験
で
き
ま
す
。

試
験
職
種

採
用
予
定

人

員

職

務

の

概

要

事

務

四
人
程
度

知
事
部
局
、
教
育
庁
、
企
業
局
等
の
各
課
及
び
出
先
機
関
（
県
立
学
校
を
含

む
。
）
に
お
け
る
一
般
行
政
事
務

警
察
事
務

三
人
程
度

警
察
本
部
の
各
課
及
び
出
先
機
関
に
お
け
る
一
般
行
政
事
務

土

木

五
人
程
度

知
事
部
局
（
主
と
し
て
農
林
水
産
部
及
び
土
木
建
築
部
）
、
企
業
局
等
の
各
課
及

び
出
先
機
関
（
農
林
水
産
事
務
所
、
土
木
事
務
所
等
）
に
お
け
る
土
地
改
良
事

業
、
土
木
事
業
等
に
関
す
る
企
画
、
設
計
、
施
工
管
理
等
の
専
門
業
務

建

築

一
人
程
度

知
事
部
局
（
主
と
し
て
土
木
建
築
部
）
の
各
課
及
び
出
先
機
関
（
土
木
事
務
所

等
）
に
お
け
る
建
築
に
関
す
る
企
画
、
設
計
、
施
工
管
理
等
の
専
門
業
務

林

業

二
人
程
度

知
事
部
局
（
主
と
し
て
農
林
水
産
部
）
の
各
課
及
び
出
先
機
関
（
農
林
水
産
事
務

所
等
）
に
お
け
る
林
業
に
関
す
る
知
識
・
技
術
の
普
及
指
導
等
の
専
門
業
務
及
び

治
山
事
業
等
に
関
す
る
企
画
、
設
計
、
施
工
管
理
等
の
専
門
業
務

機

械

一
人
程
度

知
事
部
局
（
主
と
し
て
土
木
建
築
部
）
、
企
業
局
等
の
各
課
及
び
出
先
機
関
に
お

け
る
機
械
に
関
す
る
設
計
、
保
守
管
理
等
の
専
門
業
務

電

気

二
人
程
度

知
事
部
局
（
主
と
し
て
土
木
建
築
部
）
、
企
業
局
等
の
各
課
及
び
出
先
機
関
に
お

け
る
電
気
に
関
す
る
設
計
、
保
守
管
理
等
の
専
門
業
務

小
・
中
学
校

事
務

八
人
程
度

市
町
立
小
・
中
学
校
に
お
け
る
一
般
事
務

二

受
験
資
格

㈠

平
成
十
三
年
四
月
二
日
か
ら
平
成
十
七
年
四
月
一
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
者
が
受
験
で
き
ま
す
。

た
だ
し
、
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
に
規
定
す
る
大
学
（
山
口
県
人
事

委
員
会
が
こ
れ
と
同
等
と
認
め
る
も
の
を
含
み
、
短
期
大
学
を
除
く
。
）
の
卒
業
者
又
は
令
和
五

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
卒
業
す
る
見
込
み
の
者
は
、
受
験
で
き
ま
せ
ん
。

㈡

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
受
験
で
き
ま
せ
ん
。

⚑

日
本
の
国
籍
を
有
し
な
い
者
（
機
械
、
電
気
及
び
小
・
中
学
校
事
務
の
試
験
職
種
に
あ
っ
て

は
、
就
労
可
能
な
在
留
資
格
を
有
す
る
も
の
を
除
く
。
）

⚒

民
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
四
十
九
号
）
附
則
第
三
条
第
三
項

四
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の
規
定
に
よ
り
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
準
禁
治
産
者

⚓

禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
る
ま
で
又
は
そ
の
執
行
を
受
け
る
こ
と
が

な
く
な
る
ま
で
の
者

⚔

山
口
県
に
お
い
て
懲
戒
免
職
の
処
分
を
受
け
、
当
該
処
分
の
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
な
い
者

⚕

日
本
国
憲
法
又
は
そ
の
下
に
成
立
し
た
政
府
を
暴
力
で
破
壊
す
る
こ
と
を
主
張
す
る
政
党
そ

の
他
の
団
体
を
結
成
し
、
又
は
こ
れ
に
加
入
し
た
者

三

試
験
の
方
法
、
内
容
、
日
時
及
び
場
所

試
験
は
、
第
一
次
試
験
及
び
第
二
次
試
験
と
し
、
第
二
次
試
験
は
、
第
一
次
試
験
合
格
者
に
つ
い

て
行
い
ま
す
。

㈠

第
一
次
試
験

⚑

方
法
及
び
内
容

筆
記
試
験
に
よ
る
高
等
学
校
卒
業
程
度
の
教
養
試
験
及
び
専
門
試
験
を
次
の
と
お
り
行
い
ま

す
。

⑴

教
養
試
験

全
試
験
職
種
に
共
通
の
問
題
で
、
公
務
員
と
し
て
必
要
な
一
般
的
な
知
識
及
び
知
能
に
つ

い
て
、
択
一
式
に
よ
り
行
い
ま
す
。

⑵

専
門
試
験
（
土
木
、
建
築
、
林
業
、
機
械
及
び
電
気
の
試
験
職
種
に
限
る
。
）

試
験
職
種
に
応
じ
た
必
要
な
専
門
的
知
識
及
び
技
術
に
つ
い
て
、
択
一
式
に
よ
り
行
い
ま

す
。な

お
、
試
験
職
種
別
出
題
分
野
は
、
別
表
の
と
お
り
で
す
。

⚒

日
時

令
和
四
年
九
月
二
十
五
日
（
日
曜
日
）

⑴

事
務
、
警
察
事
務
及
び
小
・
中
学
校
事
務

試
験
室
入
室

午
前
九
時
三
十
分
ま
で

教
養
試
験

午
前
十
時
か
ら
正
午
ま
で

⑵

土
木
、
建
築
、
林
業
、
機
械
及
び
電
気

試
験
室
入
室

午
前
九
時
三
十
分
ま
で

教
養
試
験

午
前
十
時
か
ら
正
午
ま
で

専
門
試
験

午
後
一
時
か
ら
午
後
三
時
ま
で

⚓

場
所

下

関

市

下
関
市
立
大
学

山

口

市

山
口
県
立
大
学

周

南

市

山
口
県
周
南
総
合
庁
舎

㈡

第
二
次
試
験

⚑

方
法
及
び
内
容

⑴

作
文
試
験

表
現
力
、
構
成
力
等
に
つ
い
て
試
験
を
行
い
ま
す
。

⑵

口
述
試
験

人
物
に
つ
い
て
総
合
的
に
評
定
す
る
た
め
、
個
別
面
接
に
よ
る
試
験
を
行
い
ま
す
。

⚒

日
時
及
び
場
所

⑴

作
文
試
験

日

時

令
和
四
年
十
月
十
五
日
（
土
曜
日
）

場

所

山
口
市
小
郡
下
郷
三
五
六
〇
番
地
の
二

山
口
県
総
合
交
通
セ
ン
タ
ー

⑵

口
述
試
験

日

時

令
和
四
年
十
月
十
七
日
（
月
曜
日
）
か
ら
同
月
三
十
一
日
（
月
曜
日
）
ま
で
の

間
で
山
口
県
人
事
委
員
会
が
指
定
す
る
日

場

所

山
口
市
滝
町
一
番
一
号

山
口
県
庁

詳
細
に
つ
い
て
は
、
第
一
次
試
験
の
合
格
通
知
の
際
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

四

配
点

第
一
次
試
験
及
び
第
二
次
試
験
の
配
点
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
と
し
ま
す
。

㈠

第
一
次
試
験

教
養
試
験

五
〇
点

専
門
試
験

五
〇
点

㈡

第
二
次
試
験

作
文
試
験

六
〇
点

口
述
試
験

一
四
〇
点

五

合
格
者
の
決
定
方
法

㈠

第
一
次
試
験
合
格
者
は
、
試
験
の
得
点
順
に
決
定
し
ま
す
。

た
だ
し
、
教
養
試
験
又
は
専
門
試
験
の
得
点
が
平
均
点
の
六
割
未
満
の
場
合
は
、
不
合
格
と
な

り
ま
す
。

㈡

最
終
合
格
者
は
、
第
一
次
試
験
の
得
点
の
い
か
ん
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
二
次
試
験
の
結
果
に
基

づ
い
て
決
定
し
ま
す
。

た
だ
し
、
作
文
試
験
の
得
点
が
平
均
点
の
五
割
以
下
の
場
合
又
は
口
述
試
験
の
得
点
が
三
十
五

点
以
下
の
場
合
は
、
不
合
格
と
な
り
ま
す
。

六

合
格
者
の
発
表

㈠

第
一
次
試
験
合
格
者
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令
和
四
年
十
月
四
日
（
火
曜
日
）
と
し
、
合
格
者
の
受
験
番
号
を
山
口
県
人
事
委
員
会
事
務
局

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
「
山
口
県
職
員
採
用
試
験
情
報
」
に
掲
載
す
る
と
と
も
に
、
合
格
者
に
文
書

で
通
知
し
ま
す
。

㈡

最
終
合
格
者

令
和
四
年
十
一
月
中
旬
と
し
、
合
格
者
の
受
験
番
号
を
山
口
県
人
事
委
員
会
事
務
局
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
の
「
山
口
県
職
員
採
用
試
験
情
報
」
に
掲
載
す
る
と
と
も
に
、
合
格
者
に
文
書
で
通
知
し

ま
す
。

な
お
、
発
表
日
は
、
第
二
次
試
験
当
日
に
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

㈢

試
験
の
得
点
等
の
開
示

試
験
の
得
点
及
び
順
位
の
開
示
は
、
山
口
県
人
事
委
員
会
事
務
局
に
お
い
て
行
う
の
で
、
試
験

の
得
点
及
び
順
位
の
開
示
を
受
け
よ
う
と
す
る
受
験
者
は
、
合
格
者
の
発
表
日
（
第
一
次
試
験
の

合
格
者
に
あ
っ
て
は
、
最
終
合
格
者
の
発
表
日
）
以
後
、
来
所
の
上
、
そ
の
旨
を
山
口
県
人
事
委

員
会
に
申
し
出
て
く
だ
さ
い
。

七

合
格
か
ら
採
用
ま
で
の
経
路
及
び
給
与

㈠

合
格
者
は
、
山
口
県
人
事
委
員
会
が
作
成
す
る
採
用
候
補
者
名
簿
に
登
載
さ
れ
、
こ
の
う
ち
か

ら
各
任
命
権
者
が
採
用
者
を
決
定
し
ま
す
。
こ
の
名
簿
は
、
原
則
と
し
て
一
年
間
有
効
で
す
。

㈡

採
用
は
、
原
則
と
し
て
令
和
五
年
四
月
一
日
に
行
わ
れ
ま
す
。

㈢

給
与
は
、
各
人
の
経
歴
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
が
、
一
般
の
職
員
の
場
合
は
、
一
般
職
の
職
員

の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
六
年
山
口
県
条
例
第
二
号
）
別
表
第
一
の
行
政
職
給
料
表
の

一
級
九
号
給
の
給
料
月
額
が
支
給
さ
れ
る
ほ
か
、
扶
養
手
当
、
住
居
手
当
、
通
勤
手
当
、
期
末
手

当
、
勤
勉
手
当
等
が
そ
れ
ぞ
れ
の
支
給
要
件
に
応
じ
て
支
給
さ
れ
ま
す
。

八

受
験
手
続
及
び
受
付
期
間

㈠

受
験
案
内
の
請
求

令
和
四
年
七
月
八
日
（
金
曜
日
）
以
後
に
山
口
県
人
事
委
員
会
事
務
局
（
山
口
市
滝
町
一
番
一

号
（
郵
便
番
号
七
五
三－

八
五
〇
一
）
）
に
請
求
し
て
く
だ
さ
い
。
郵
便
で
請
求
す
る
場
合
は
、

封
筒
の
表
に
「
高
校
卒
業
程
度
受
験
案
内
請
求
」
と
朱
書
し
、
百
二
十
円
分
の
切
手
を
貼
っ
た
宛

先
及
び
郵
便
番
号
を
明
記
し
た
返
信
用
封
筒
（
縦
三
十
三
・
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
二
十
四
セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
も
の
）
を
必
ず
同
封
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
受
験
案
内
は
、
県
内
の
県
民
局
に
も
あ
り
ま
す
。

㈡

受
験
の
申
込
み

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
受
験
の
申
込
み
を
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
特
別
の
事
情
に
よ
り
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
る
受
験
の
申
込
み
を
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
は
、
令
和
四
年
八
月
二
日
（
火
曜
日
）
ま
で
に
山
口
県
人
事
委
員
会
事

務
局
（
電
話
〇
八
三－

九
三
三－

四
四
七
四
）
に
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

㈢

受
験
上
の
希
望
事
項

身
体
の
障
害
等
が
あ
る
者
で
試
験
当
日
に
車
椅
子
等
補
装
具
を
使
用
す
る
な
ど
、
受
験
に
際
し

て
の
希
望
事
項
が
あ
る
者
は
、
受
験
申
込
書
の
該
当
欄
に
必
ず
そ
の
内
容
を
記
入
し
て
く
だ
さ

い
。な

お
、
記
入
に
当
た
っ
て
は
、
山
口
県
人
事
委
員
会
事
務
局
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
「
山
口
県
職

員
採
用
試
験
情
報
」
に
掲
載
し
て
い
る
「
障
害
者
へ
の
受
験
上
の
配
慮
に
係
る
取
扱
要
領
」
を
参

照
し
て
く
だ
さ
い
。

㈣

受
付
の
期
間
及
び
時
間

令
和
四
年
七
月
八
日
（
金
曜
日
）
午
前
九
時
か
ら
同
年
八
月
十
六
日
（
火
曜
日
）
午
後
五
時
ま

で

九

そ
の
他

こ
の
試
験
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
山
口
県
人
事
委
員
会
事
務
局
に
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

別
表試

験
職
種

出

題

分

野

土

木

数
学

物
理

情
報
技
術
基
礎

構
造
力
学

水
理
学

土
質
力
学

土
木
構
造
設
計

測
量

社
会
基
盤
工
学

土
木
施
工

建

築

数
学

物
理

情
報
技
術
基
礎

建
築
構
造
設
計

建
築
構
造

建
築
計
画

建
築
法
規

建
築

施
工

林

業

森
林
経
営

森
林
科
学

測
量

林
産
物
利
用

機

械

数
学

物
理

情
報
技
術
基
礎

機
械
設
計

機
械
工
作

原
動
機

生
産
シ
ス
テ
ム
技
術

電

子
機
械

電

気

数
学

物
理

情
報
技
術
基
礎

電
気
基
礎

電
気
機
器

電
力
技
術

電
子
計
測
制
御

電
子

技
術

電
子
回
路

通
信
技
術

電
子
情
報
技
術

一

試
験
職
種
、
採
用
予
定
人
員
及
び
職
務
の
概
要

試
験
は
、
次
の
表
の
と
お
り
行
い
、
一
職
種
に
限
り
受
験
で
き
ま
す
。

試
験
職
種

採
用
予
定

人

員

職

務

の

概

要

事

務

一
人
程
度

知
事
部
局
、
教
育
庁
、
企
業
局
等
の
各
課
及
び
出
先
機
関
（
県
立
学
校
を
含

む
。
）
に
お
け
る
一
般
行
政
事
務

小
・
中
学
校

事
務

二
人
程
度

市
町
立
小
・
中
学
校
に
お
け
る
一
般
事
務

六
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二

受
験
資
格

㈠

昭
和
四
十
五
年
四
月
二
日
か
ら
昭
和
六
十
年
四
月
一
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
者
が
受
験
で
き
ま

す
。

㈡

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
受
験
で
き
ま
せ
ん
。

⚑

日
本
の
国
籍
を
有
し
な
い
者
（
小
・
中
学
校
事
務
の
試
験
職
種
に
あ
っ
て
は
、
就
労
可
能
な

在
留
資
格
を
有
す
る
も
の
を
除
く
。
）

⚒

民
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
四
十
九
号
）
附
則
第
三
条
第
三
項

の
規
定
に
よ
り
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
準
禁
治
産
者

⚓

禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
る
ま
で
又
は
そ
の
執
行
を
受
け
る
こ
と
が

な
く
な
る
ま
で
の
者

⚔

山
口
県
に
お
い
て
懲
戒
免
職
の
処
分
を
受
け
、
当
該
処
分
の
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
な
い
者

⚕

日
本
国
憲
法
又
は
そ
の
下
に
成
立
し
た
政
府
を
暴
力
で
破
壊
す
る
こ
と
を
主
張
す
る
政
党
そ

の
他
の
団
体
を
結
成
し
、
又
は
こ
れ
に
加
入
し
た
者

三

試
験
の
方
法
、
内
容
、
日
時
及
び
場
所

試
験
は
、
第
一
次
試
験
及
び
第
二
次
試
験
と
し
、
第
二
次
試
験
は
、
第
一
次
試
験
合
格
者
に
つ
い

て
行
い
ま
す
。

㈠

第
一
次
試
験

⚑

方
法
及
び
内
容

全
試
験
職
種
に
共
通
の
問
題
で
、
筆
記
試
験
に
よ
る
高
等
学
校
卒
業
程
度
の
教
養
試
験
及
び

作
文
試
験
を
次
の
と
お
り
行
い
ま
す
。

⑴

教
養
試
験

公
務
員
と
し
て
必
要
な
一
般
的
な
知
識
及
び
知
能
に
つ
い
て
、
択
一
式
に
よ
り
行
い
ま

す
。

⑵

作
文
試
験

表
現
力
、
構
成
力
等
に
つ
い
て
試
験
を
行
い
ま
す
。

⚒

日
時

令
和
四
年
八
月
二
十
八
日
（
日
曜
日
）

試
験
室
入
室

午
前
九
時
三
十
分
ま
で

試

験

午
前
十
時
か
ら
午
後
二
時
ま
で

⚓

場
所

山

口

市

山
口
県
立
大
学

㈡

第
二
次
試
験

⚑

方
法
及
び
内
容

人
物
に
つ
い
て
総
合
的
に
評
定
す
る
た
め
、
個
別
面
接
に
よ
る
試
験
を
行
い
ま
す
。

⚒

日
時
及
び
場
所

日

時

令
和
四
年
十
月
八
日
（
土
曜
日
）
又
は
同
月
九
日
（
日
曜
日
）
の
い
ず
れ
か
で
、

山
口
県
人
事
委
員
会
が
指
定
す
る
日

場

所

山
口
市
滝
町
一
番
一
号

山
口
県
庁

詳
細
に
つ
い
て
は
、
第
一
次
試
験
の
合
格
通
知
の
際
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

四

配
点

第
一
次
試
験
及
び
第
二
次
試
験
の
配
点
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
と
し
ま
す
。

㈠

第
一
次
試
験

教
養
試
験

五
〇
点

作
文
試
験

二
〇
点

㈡

第
二
次
試
験

口
述
試
験

一
四
〇
点

五

合
格
者
の
決
定
方
法

㈠

第
一
次
試
験
合
格
者
は
、
試
験
の
得
点
順
に
決
定
し
ま
す
。

た
だ
し
、
教
養
試
験
の
得
点
が
一
定
の
得
点
未
満
の
場
合
は
、
作
文
試
験
の
採
点
を
行
い
ま
せ

ん
。
こ
の
場
合
、
教
養
試
験
の
得
点
を
第
一
次
試
験
の
得
点
と
し
ま
す
。

な
お
、
教
養
試
験
の
得
点
が
平
均
点
の
六
割
未
満
の
場
合
は
不
合
格
と
な
り
、
作
文
試
験
の
採

点
を
行
い
ま
せ
ん
。

㈡

最
終
合
格
者
は
、
第
一
次
試
験
の
得
点
の
い
か
ん
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
二
次
試
験
の
結
果
に
基

づ
い
て
決
定
し
ま
す
。

た
だ
し
、
口
述
試
験
の
得
点
が
三
十
五
点
以
下
の
場
合
は
、
不
合
格
と
な
り
ま
す
。

六

合
格
者
の
発
表

㈠

第
一
次
試
験
合
格
者

令
和
四
年
九
月
十
六
日
（
金
曜
日
）
と
し
、
合
格
者
の
受
験
番
号
を
山
口
県
人
事
委
員
会
事
務

局
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
「
山
口
県
職
員
採
用
試
験
情
報
」
に
掲
載
す
る
と
と
も
に
、
合
格
者
に
文

書
で
通
知
し
ま
す
。

㈡

最
終
合
格
者

令
和
四
年
十
月
下
旬
と
し
、
合
格
者
の
受
験
番
号
を
山
口
県
人
事
委
員
会
事
務
局
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
の
「
山
口
県
職
員
採
用
試
験
情
報
」
に
掲
載
す
る
と
と
も
に
、
合
格
者
に
文
書
で
通
知
し

ま
す
。

な
お
、
発
表
日
は
、
第
二
次
試
験
当
日
に
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

㈢

試
験
の
得
点
等
の
開
示

試
験
の
得
点
及
び
順
位
の
開
示
は
、
山
口
県
人
事
委
員
会
事
務
局
に
お
い
て
行
う
の
で
、
試
験

八
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の
得
点
及
び
順
位
の
開
示
を
受
け
よ
う
と
す
る
受
験
者
は
、
合
格
者
の
発
表
日
（
第
一
次
試
験
の

合
格
者
に
あ
っ
て
は
、
最
終
合
格
者
の
発
表
日
）
以
後
、
来
所
の
上
、
そ
の
旨
を
山
口
県
人
事
委

員
会
に
申
し
出
て
く
だ
さ
い
。

七

合
格
か
ら
採
用
ま
で
の
経
路
及
び
給
与

㈠

合
格
者
は
、
山
口
県
人
事
委
員
会
が
作
成
す
る
採
用
候
補
者
名
簿
に
登
載
さ
れ
、
こ
の
う
ち
か

ら
各
任
命
権
者
が
採
用
者
を
決
定
し
ま
す
。
こ
の
名
簿
は
、
原
則
と
し
て
一
年
間
有
効
で
す
。

㈡

採
用
は
、
原
則
と
し
て
令
和
五
年
四
月
一
日
に
行
わ
れ
ま
す
。

㈢

給
与
は
、
各
人
の
経
歴
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
が
、
採
用
時
の
年
齢
が
三
十
八
歳
で
高
等
学
校

を
卒
業
し
た
後
に
職
務
の
経
験
を
有
し
て
い
な
い
場
合
は
、
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条

例
（
昭
和
二
十
六
年
山
口
県
条
例
第
二
号
）
別
表
第
一
の
行
政
職
給
料
表
の
一
級
二
十
九
号
給
の

給
料
月
額
が
支
給
さ
れ
る
ほ
か
、
扶
養
手
当
、
住
居
手
当
、
通
勤
手
当
、
期
末
手
当
、
勤
勉
手
当

等
が
そ
れ
ぞ
れ
の
支
給
要
件
に
応
じ
て
支
給
さ
れ
ま
す
。

八

受
験
手
続
及
び
受
付
期
間

㈠

受
験
案
内
の
請
求

令
和
四
年
七
月
八
日
（
金
曜
日
）
以
後
に
山
口
県
人
事
委
員
会
事
務
局
（
山
口
市
滝
町
一
番
一

号
（
郵
便
番
号
七
五
三－

八
五
〇
一
）
）
に
請
求
し
て
く
だ
さ
い
。
郵
便
で
請
求
す
る
場
合
は
、

封
筒
の
表
に
「
就
職
氷
河
期
世
代
受
験
案
内
請
求
」
と
朱
書
し
、
百
二
十
円
分
の
切
手
を
貼
っ
た

宛
先
及
び
郵
便
番
号
を
明
記
し
た
返
信
用
封
筒
（
縦
三
十
三
・
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
二
十
四

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
も
の
）
を
必
ず
同
封
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
受
験
案
内
は
、
県
内
の
県
民
局
に
も
あ
り
ま
す
。

㈡

受
験
の
申
込
み

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
受
験
の
申
込
み
を
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
特
別
の
事
情
に
よ
り
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
る
受
験
の
申
込
み
を
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
は
、
令
和
四
年
七
月
十
五
日
（
金
曜
日
）
ま
で
に
山
口
県
人
事
委
員
会

事
務
局
（
電
話
〇
八
三－

九
三
三－

四
四
七
四
）
に
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

㈢

受
験
上
の
希
望
事
項

身
体
の
障
害
等
が
あ
る
者
で
試
験
当
日
に
車
椅
子
等
補
装
具
を
使
用
す
る
な
ど
、
受
験
に
際
し

て
の
希
望
事
項
が
あ
る
者
は
、
受
験
の
申
込
の
際
に
必
ず
そ
の
内
容
を
入
力
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
入
力
に
当
た
っ
て
は
、
山
口
県
人
事
委
員
会
事
務
局
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
「
山
口
県
職

員
採
用
試
験
情
報
」
に
掲
載
し
て
い
る
「
障
害
者
へ
の
受
験
上
の
配
慮
に
係
る
取
扱
要
領
」
を
参

照
し
て
く
だ
さ
い
。

㈣

受
付
の
期
間
及
び
時
間

令
和
四
年
七
月
八
日
（
金
曜
日
）
午
前
九
時
か
ら
同
月
二
十
八
日
（
木
曜
日
）
午
後
五
時
ま
で

九

そ
の
他

こ
の
試
験
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
山
口
県
人
事
委
員
会
事
務
局
に
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

公

告令
和
四
年
度
山
口
県
警
察
官
（
男
性
）
採
用
🄐
試
験
（
第
二
回
）
の
実
施

令
和
四
年
度
山
口
県
警
察
官
（
男
性
）
採
用
🄐
試
験
（
第
二
回
）
を
次
の
と
お
り
実
施
し
ま
す
。

令
和
四
年
七
月
八
日

山
口
県
人
事
委
員
会

一

採
用
予
定
人
員

区

分

採

用

予

定

人

員

一

般

三
人
程
度

武
道
指
導

一
人
程
度

二

職
務
の
概
要

個
人
の
生
命
、
身
体
及
び
財
産
の
保
護
、
犯
罪
の
予
防
、
鎮
圧
及
び
捜
査
、
被
疑
者
の
逮
捕
、
交

通
の
取
締
り
そ
の
他
公
共
の
安
全
と
秩
序
の
維
持
の
任
務
に
従
事
し
ま
す
。

三

受
験
資
格

㈠

次
の
表
の
区
分
に
応
じ
た
受
験
資
格
に
該
当
す
る
者
が
受
験
で
き
ま
す
。

区

分

受

験

資

格

一

般

平
成
元
年
四
月
二
日
以
降
に
生
ま
れ
た
男
性
で
、
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六

号
）
に
規
定
す
る
大
学
（
山
口
県
人
事
委
員
会
が
こ
れ
と
同
等
と
認
め
る
も
の
を
含
み
、
短
期
大
学

を
除
く
。
以
下
「
大
学
等
」
と
い
う
。
）
の
卒
業
者
又
は
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
卒
業
す

る
見
込
み
の
者

武
道
指
導

平
成
元
年
四
月
二
日
以
降
に
生
ま
れ
た
男
性
で
、
大
学
等
の
卒
業
者
又
は
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

ま
で
に
卒
業
す
る
見
込
み
の
者
。
た
だ
し
、
次
の
資
格
要
件
の
い
ず
れ
か
を
有
す
る
者
に
限
り
ま

す
。
⚑

柔
道
の
段
位
が
二
段
以
上
の
者
で
、
全
日
本
柔
道
選
手
権
大
会
、
全
日
本
学
生
柔
道
体
重
別
選

手
権
大
会
、
全
日
本
学
生
柔
道
優
勝
大
会
又
は
全
日
本
学
生
柔
道
体
重
別
団
体
優
勝
大
会
の
い
ず

れ
か
に
出
場
し
た
も
の

⚒

剣
道
の
段
位
が
三
段
以
上
の
者
で
、
全
日
本
剣
道
選
手
権
大
会
、
全
日
本
学
生
剣
道
選
手
権
大

会
又
は
全
日
本
学
生
剣
道
優
勝
大
会
の
い
ず
れ
か
に
出
場
し
た
も
の

㈡

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
受
験
で
き
ま
せ
ん
。

⚑

日
本
の
国
籍
を
有
し
な
い
者

⚒

民
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
四
十
九
号
）
附
則
第
三
条
第
三
項

八
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の
規
定
に
よ
り
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
準
禁
治
産
者

⚓

禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
る
ま
で
又
は
そ
の
執
行
を
受
け
る
こ
と
が

な
く
な
る
ま
で
の
者

⚔

山
口
県
に
お
い
て
懲
戒
免
職
の
処
分
を
受
け
、
当
該
処
分
の
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
な
い
者

⚕

日
本
国
憲
法
又
は
そ
の
下
に
成
立
し
た
政
府
を
暴
力
で
破
壊
す
る
こ
と
を
主
張
す
る
政
党
そ

の
他
の
団
体
を
結
成
し
、
又
は
こ
れ
に
加
入
し
た
者

四

試
験
の
方
法
、
内
容
、
日
時
及
び
場
所

試
験
は
、
第
一
次
試
験
及
び
第
二
次
試
験
と
し
、
第
二
次
試
験
は
、
第
一
次
試
験
合
格
者
に
つ
い

て
行
い
ま
す
。

㈠

第
一
次
試
験

⚑

方
法
及
び
内
容

警
察
官
と
し
て
必
要
な
一
般
的
な
知
識
及
び
知
能
に
つ
い
て
、
択
一
式
に
よ
る
筆
記
試
験
に

よ
り
、
大
学
卒
業
程
度
の
教
養
試
験
を
行
い
ま
す
。

⚒

日
時

令
和
四
年
九
月
十
八
日
（
日
曜
日
）

試
験
室
入
室

午
前
九
時
三
十
分
ま
で

試

験

午
前
十
時
か
ら
午
後
零
時
三
十
分
ま
で

⚓

場
所

山

口

市

山
口
県
立
大
学

㈡

第
二
次
試
験

１

方
法
及
び
内
容

⑴

論
文
試
験

思
考
力
、
表
現
力
、
構
成
力
等
に
つ
い
て
試
験
を
行
い
ま
す
。

⑵

口
述
試
験
等

人
物
に
つ
い
て
総
合
的
に
評
定
す
る
た
め
、
個
別
面
接
に
よ
る
試
験
及
び
適
性
検
査
を
行

い
ま
す
。

⑶

実
技
試
験
（
武
道
指
導
に
限
る
。
）

武
道
指
導
と
し
て
必
要
な
武
道
（
柔
道
又
は
剣
道
）
の
技
術
及
び
技
能
を
有
す
る
か
ど
う

か
に
つ
い
て
実
技
試
験
を
行
い
ま
す
。

⑷

身
体
検
査

医
療
機
関
に
お
い
て
検
査
し
ま
す
。
詳
細
に
つ
い
て
は
、
第
一
次
試
験
の
合
格
通
知
の
際

お
知
ら
せ
し
ま
す
。

な
お
、
検
査
に
は
、
次
の
よ
う
な
基
準
が
あ
り
ま
す
。

視

力

両
眼
と
も
裸
眼
視
力
が
〇
・
六
以
上
又
は
矯
正
視
力
が
一
・
〇
以
上
で
あ
る

こ
と
。

色

覚

職
務
の
遂
行
に
支
障
が
な
い
こ
と
。

聴

力

職
務
の
遂
行
に
支
障
が
な
い
こ
と
。

そ
の
他

職
務
の
遂
行
に
支
障
が
な
い
身
体
的
状
態
で
あ
る
こ
と
。

⑸

体
力
検
査

職
務
の
遂
行
上
必
要
な
体
力
を
有
す
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
検
査
し
ま
す
。

な
お
、
検
査
に
は
、
次
の
よ
う
な
基
準
が
あ
り
ま
す
。

反
復
横
跳
び

二
〇
秒
間
に
四
五
回
以
上

シ
ャ
ト
ル
ラ
ン

四
三
回
以
上

関
節
運
動

職
務
の
遂
行
に
支
障
が
な
い
こ
と
。

⚒

日
時
及
び
場
所

⑴

適
性
検
査
及
び
論
文
試
験

日

時

令
和
四
年
十
月
二
十
二
日
（
土
曜
日
）

場

所

山
口
県
総
合
交
通
セ
ン
タ
ー

⑵

体
力
検
査

令
和
四
年
十
月
二
十
四
日
（
月
曜
日
）
又
は
同
月
二
十
五
日
（
火
曜
日
）
の
い
ず
れ
か

で
、
山
口
県
警
察
本
部
長
が
指
定
す
る
日
に
山
口
市
で
行
い
ま
す
。

⑶

口
述
試
験
及
び
実
技
試
験

令
和
四
年
十
月
二
十
六
日
（
水
曜
日
）
か
ら
同
年
十
一
月
二
十
二
日
（
火
曜
日
）
ま
で
の

間
で
、
山
口
県
警
察
本
部
長
が
指
定
す
る
日
に
山
口
市
で
行
い
ま
す
。

詳
細
に
つ
い
て
は
、
第
一
次
試
験
の
合
格
通
知
の
際
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

五

配
点

第
一
次
試
験
及
び
第
二
次
試
験
の
配
点
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
と
し
ま
す
。

㈠

第
一
次
試
験

教
養
試
験

五
〇
点

㈡

第
二
次
試
験

論
文
試
験

四
〇
点

口
述
試
験
等

一
四
〇
点

実
技
試
験

六
〇
点

体
力
検
査

三
〇
点

六

合
格
者
の
決
定
方
法

㈠

第
一
次
試
験
合
格
者
は
、
試
験
の
得
点
順
に
決
定
し
ま
す
。

た
だ
し
、
教
養
試
験
の
得
点
が
平
均
点
の
五
割
未
満
の
場
合
は
、
不
合
格
と
な
り
ま
す
。

㈡

最
終
合
格
者
は
、
第
一
次
試
験
の
得
点
の
い
か
ん
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
二
次
試
験
の
結
果
に
基

一
〇

山 口 県 報 （定期） 第 319 号令和４年７月８日 金曜日



づ
い
て
決
定
し
ま
す
。

た
だ
し
、
論
文
試
験
の
得
点
が
平
均
点
の
五
割
以
下
の
場
合
、
口
述
試
験
等
の
得
点
が
三
十
五

点
以
下
の
場
合
、
実
技
試
験
の
得
点
が
二
十
四
点
以
下
の
場
合
、
身
体
検
査
の
基
準
を
満
た
さ
な

い
場
合
又
は
体
力
検
査
の
二
項
目
以
上
が
基
準
に
達
し
な
い
場
合
若
し
く
は
一
項
目
で
も
著
し
く

基
準
を
下
回
る
場
合
は
、
不
合
格
と
な
り
ま
す
。

七

合
格
者
の
発
表

㈠

第
一
次
試
験
合
格
者

令
和
四
年
十
月
七
日
（
金
曜
日
）
と
し
、
合
格
者
の
受
験
番
号
を
山
口
県
人
事
委
員
会
事
務
局

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
「
山
口
県
職
員
採
用
試
験
情
報
」
に
掲
載
す
る
と
と
も
に
、
合
格
者
に
文
書

で
通
知
し
ま
す
。

㈡

最
終
合
格
者

令
和
四
年
十
二
月
中
旬
と
し
、
合
格
者
の
受
験
番
号
を
山
口
県
人
事
委
員
会
事
務
局
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
の
「
山
口
県
職
員
採
用
試
験
情
報
」
に
掲
載
す
る
と
と
も
に
、
合
格
者
に
文
書
で
通
知
し

ま
す
。

な
お
、
発
表
日
は
、
第
二
次
試
験
当
日
に
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

㈢

試
験
の
得
点
等
の
開
示

試
験
の
得
点
及
び
順
位
の
開
示
は
、
山
口
県
人
事
委
員
会
事
務
局
に
お
い
て
行
う
の
で
、
試
験

の
得
点
及
び
順
位
の
開
示
を
受
け
よ
う
と
す
る
受
験
者
は
、
合
格
者
の
発
表
日
（
第
一
次
試
験
の

合
格
者
に
あ
っ
て
は
、
最
終
合
格
者
の
発
表
日
）
以
後
、
来
所
の
上
、
そ
の
旨
を
山
口
県
人
事
委

員
会
に
申
し
出
て
く
だ
さ
い
。

八

合
格
か
ら
採
用
ま
で
の
経
路
及
び
給
与

㈠

合
格
者
は
、
山
口
県
人
事
委
員
会
が
作
成
す
る
採
用
候
補
者
名
簿
に
登
載
さ
れ
、
こ
の
う
ち
か

ら
山
口
県
警
察
本
部
長
が
採
用
者
を
決
定
し
ま
す
。
こ
の
名
簿
は
、
原
則
と
し
て
一
年
間
有
効
で

す
。

㈡

採
用
は
、
原
則
と
し
て
令
和
五
年
四
月
一
日
に
行
わ
れ
ま
す
。
採
用
者
は
、
山
口
県
巡
査
に
任

命
さ
れ
、
山
口
県
警
察
学
校
に
入
校
し
、
六
月
間
の
初
任
教
養
を
受
け
た
後
、
勤
務
箇
所
に
配
置

さ
れ
ま
す
。

㈢

給
与
は
、
原
則
と
し
て
、
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
六
年
山
口
県
条

例
第
二
号
）
別
表
第
二
の
公
安
職
給
料
表
の
一
級
二
十
三
号
給
の
給
料
月
額
が
支
給
さ
れ
る
ほ

か
、
扶
養
手
当
、
住
居
手
当
、
通
勤
手
当
、
期
末
手
当
、
勤
勉
手
当
等
が
そ
れ
ぞ
れ
の
支
給
要
件

に
応
じ
て
支
給
さ
れ
ま
す
。

九

受
験
手
続
及
び
受
付
期
間

㈠

受
験
案
内
の
請
求

令
和
四
年
七
月
八
日
（
金
曜
日
）
以
後
に
山
口
県
人
事
委
員
会
事
務
局
（
山
口
市
滝
町
一
番
一

号
（
郵
便
番
号
七
五
三－

八
五
〇
一
）
）
に
請
求
し
て
く
だ
さ
い
。
郵
便
で
請
求
す
る
場
合
は
、

封
筒
の
表
に
「
山
口
県
警
察
官
🄐
受
験
案
内
請
求
」
と
朱
書
し
、
百
四
十
円
分
の
切
手
を
貼
っ
た

宛
先
及
び
郵
便
番
号
を
明
記
し
た
返
信
用
封
筒
（
縦
三
十
三
・
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
二
十
四

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
も
の
）
を
必
ず
同
封
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
受
験
案
内
は
、
山
口
県
内
の
警
察
署
、
交
番
及
び
駐
在
所
に
も
あ
り
ま
す
。

㈡

受
験
の
申
込
み

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
受
験
の
申
込
み
を
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
特
別
の
事
情
に
よ
り
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
る
受
験
の
申
込
み
を
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
は
、
令
和
四
年
八
月
二
日
（
火
曜
日
）
ま
で
に
山
口
県
人
事
委
員
会
事

務
局
（
電
話
〇
八
三－

九
三
三－

四
四
七
四
）
に
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

㈢

受
験
上
の
希
望
事
項

身
体
の
障
害
等
が
あ
る
者
で
試
験
当
日
に
車
椅
子
等
補
装
具
を
使
用
す
る
な
ど
、
受
験
に
際
し

て
の
希
望
事
項
が
あ
る
者
は
、
受
験
の
申
込
み
の
際
に
必
ず
そ
の
内
容
を
入
力
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
入
力
に
当
た
っ
て
は
、
山
口
県
人
事
委
員
会
事
務
局
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
「
山
口
県
職

員
採
用
試
験
情
報
」
に
掲
載
し
て
い
る
「
障
害
者
へ
の
受
験
上
の
配
慮
に
係
る
取
扱
要
領
」
を
参

照
し
て
く
だ
さ
い
。

㈣

受
付
の
期
間
及
び
時
間

令
和
四
年
七
月
八
日
（
金
曜
日
）
午
前
九
時
か
ら
同
年
八
月
十
六
日
（
火
曜
日
）
午
後
五
時
ま

で

十

そ
の
他

こ
の
試
験
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
山
口
県
人
事
委
員
会
事
務
局
又
は
山
口
県
警
察
本
部
警
務
部
警

務
課
（
電
話
〇
八
三－

九
三
三－

〇
一
一
〇
）
に
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

公

告令
和
四
年
度
山
口
県
警
察
官
（
男
性
）
採
用
🄑
試
験
の
実
施

令
和
四
年
度
山
口
県
警
察
官
（
男
性
）
採
用
🄑
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
し
ま
す
。

令
和
四
年
七
月
八
日

山
口
県
人
事
委
員
会

一

募
集
都
府
県
名
及
び
採
用
予
定
人
員

都

府

県

名

採

用

予

定

人

員

一
〇
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山
口
県

三
十
人
程
度

東
京
都

大
阪
府

五
人
程
度

二

職
務
の
概
要

個
人
の
生
命
、
身
体
及
び
財
産
の
保
護
、
犯
罪
の
予
防
、
鎮
圧
及
び
捜
査
、
被
疑
者
の
逮
捕
、
交

通
の
取
締
り
そ
の
他
公
共
の
安
全
と
秩
序
の
維
持
の
任
務
に
従
事
し
ま
す
。

三

受
験
資
格

㈠

次
の
表
の
区
分
に
応
じ
た
受
験
資
格
に
該
当
す
る
者
が
受
験
で
き
ま
す
。

都
府
県
名

受

験

資

格

山
口
県

平
成
元
年
四
月
二
日
か
ら
平
成
十
七
年
四
月
一
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
男
性
（
学
校
教
育
法
（
昭
和
二

十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
に
規
定
す
る
大
学
（
山
口
県
人
事
委
員
会
が
こ
れ
と
同
等
と
認
め
る
も

の
を
含
み
、
短
期
大
学
を
除
く
。
以
下
「
大
学
等
」
と
い
う
。
）
の
卒
業
者
又
は
大
学
等
に
在
籍
し

て
い
る
者
を
除
く
。
）

東
京
都

昭
和
六
十
二
年
四
月
二
日
か
ら
平
成
十
七
年
四
月
一
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
男
性
（
大
学
等
の
卒
業
者

又
は
大
学
等
に
在
籍
し
て
い
る
者
を
除
く
。
）

大
阪
府

平
成
元
年
四
月
二
日
か
ら
平
成
十
七
年
四
月
一
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
男
性
（
大
学
等
の
卒
業
者
又
は

大
学
等
に
在
籍
し
て
い
る
者
を
除
く
。
）

㈡

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
受
験
で
き
ま
せ
ん
。

⚑

日
本
の
国
籍
を
有
し
な
い
者

⚒

民
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
四
十
九
号
）
附
則
第
三
条
第
三
項

の
規
定
に
よ
り
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
準
禁
治
産
者

⚓

禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
る
ま
で
又
は
そ
の
執
行
を
受
け
る
こ
と
が

な
く
な
る
ま
で
の
者

⚔

志
望
す
る
都
府
県
に
お
い
て
懲
戒
免
職
の
処
分
を
受
け
、
当
該
処
分
の
日
か
ら
二
年
を
経
過

し
な
い
者

⚕

日
本
国
憲
法
又
は
そ
の
下
に
成
立
し
た
政
府
を
暴
力
で
破
壊
す
る
こ
と
を
主
張
す
る
政
党
そ

の
他
の
団
体
を
結
成
し
、
又
は
こ
れ
に
加
入
し
た
者

四

試
験
の
方
法
、
内
容
、
日
時
及
び
場
所

試
験
は
、
第
一
次
試
験
及
び
第
二
次
試
験
と
し
、
第
二
次
試
験
は
、
第
一
次
試
験
合
格
者
に
つ
い

て
行
い
ま
す
。

㈠

第
一
次
試
験

⚑

方
法
及
び
内
容

警
察
官
と
し
て
必
要
な
一
般
的
な
知
識
及
び
知
能
に
つ
い
て
、
択
一
式
に
よ
る
筆
記
試
験
に

よ
り
、
高
等
学
校
卒
業
程
度
の
教
養
試
験
を
行
い
ま
す
。

⚒

日
時

令
和
四
年
九
月
十
八
日
（
日
曜
日
）

試
験
室
入
室

午
前
九
時
三
十
分
ま
で

試

験

午
前
十
時
か
ら
午
後
零
時
ま
で

⚓

場
所

下

関

市

下
関
市
立
大
学

山

口

市

山
口
県
立
大
学

周

南

市

山
口
県
周
南
総
合
庁
舎

㈡

第
二
次
試
験

山
口
県
の
合
格
者
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
実
施
し
ま
す
。

な
お
、
東
京
都
及
び
大
阪
府
の
合
格
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
都
府
か
ら
文
書
で
通
知
さ
れ
ま

す
。

１

方
法
及
び
内
容

⑴

作
文
試
験

表
現
力
、
構
成
力
等
に
つ
い
て
試
験
を
行
い
ま
す
。

⑵

口
述
試
験
等

人
物
に
つ
い
て
総
合
的
に
評
定
す
る
た
め
、
個
別
面
接
に
よ
る
試
験
及
び
適
性
検
査
を
行

い
ま
す
。

⑶

身
体
検
査

医
療
機
関
に
お
い
て
検
査
し
ま
す
。
詳
細
に
つ
い
て
は
、
第
一
次
試
験
の
合
格
通
知
の
際

お
知
ら
せ
し
ま
す
。

な
お
、
検
査
に
は
、
次
の
よ
う
な
基
準
が
あ
り
ま
す
。

視

力

両
眼
と
も
裸
眼
視
力
が
〇
・
六
以
上
又
は
矯
正
視
力
が
一
・
〇
以
上
で
あ
る

こ
と
。

色

覚

職
務
の
遂
行
に
支
障
が
な
い
こ
と
。

聴

力

職
務
の
遂
行
に
支
障
が
な
い
こ
と
。

そ
の
他

職
務
の
遂
行
に
支
障
が
な
い
身
体
的
状
態
で
あ
る
こ
と
。

⑷

体
力
検
査

職
務
の
遂
行
上
必
要
な
体
力
を
有
す
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
検
査
し
ま
す
。

な
お
、
検
査
に
は
、
次
の
よ
う
な
基
準
が
あ
り
ま
す
。

反
復
横
跳
び

二
〇
秒
間
に
四
五
回
以
上

シ
ャ
ト
ル
ラ
ン

四
三
回
以
上
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関
節
運
動

職
務
の
遂
行
に
支
障
が
な
い
こ
と
。

⚒

日
時
及
び
場
所

⑴

適
性
検
査
及
び
作
文
試
験

日

時

令
和
四
年
十
月
二
十
二
日
（
土
曜
日
）

場

所

山
口
県
総
合
交
通
セ
ン
タ
ー

⑵

体
力
検
査

令
和
四
年
十
月
二
十
四
日
（
月
曜
日
）
又
は
同
月
二
十
五
日
（
火
曜
日
）
の
い
ず
れ
か

で
、
山
口
県
警
察
本
部
長
が
指
定
す
る
日
に
山
口
市
で
行
い
ま
す
。

⑶

口
述
試
験

令
和
四
年
十
月
二
十
六
日
（
水
曜
日
）
か
ら
同
年
十
一
月
二
十
二
日
（
火
曜
日
）
ま
で
の

間
で
、
山
口
県
警
察
本
部
長
が
指
定
す
る
日
に
山
口
市
で
行
い
ま
す
。

詳
細
に
つ
い
て
は
、
第
一
次
試
験
の
合
格
通
知
の
際
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

五

配
点

山
口
県
の
第
一
次
試
験
及
び
第
二
次
試
験
の
配
点
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
と
し
ま
す
。

㈠

第
一
次
試
験

教
養
試
験

五
〇
点

㈡

第
二
次
試
験

作
文
試
験

四
〇
点

口
述
試
験
等

一
四
〇
点

体
力
検
査

三
〇
点

六

合
格
者
の
決
定
方
法

㈠

第
一
次
試
験
合
格
者
は
、
試
験
の
得
点
順
に
決
定
し
ま
す
。

た
だ
し
、
教
養
試
験
の
得
点
が
平
均
点
の
五
割
未
満
の
場
合
は
、
不
合
格
と
な
り
ま
す
。

㈡

最
終
合
格
者
は
、
第
一
次
試
験
の
得
点
の
い
か
ん
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
二
次
試
験
の
結
果
に
基

づ
い
て
決
定
し
ま
す
。

た
だ
し
、
作
文
試
験
の
得
点
が
平
均
点
の
五
割
以
下
の
場
合
、
口
述
試
験
等
の
得
点
が
三
十
五

点
以
下
の
場
合
、
身
体
検
査
の
基
準
を
満
た
さ
な
い
場
合
又
は
体
力
検
査
の
二
項
目
以
上
が
基
準

に
達
し
な
い
場
合
若
し
く
は
一
項
目
で
も
著
し
く
基
準
を
下
回
る
場
合
は
、
不
合
格
と
な
り
ま

す
。

七

合
格
者
の
発
表

㈠

第
一
次
試
験
合
格
者

山
口
県
の
合
格
者
に
つ
い
て
は
、
令
和
四
年
十
月
七
日
（
金
曜
日
）
と
し
、
合
格
者
の
受
験
番

号
を
山
口
県
人
事
委
員
会
事
務
局
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
「
山
口
県
職
員
採
用
試
験
情
報
」
に
掲
載

す
る
と
と
も
に
、
合
格
者
に
文
書
で
通
知
し
ま
す
。

な
お
、
東
京
都
及
び
大
阪
府
の
合
格
者
に
つ
い
て
は
、
令
和
四
年
十
一
月
上
旬
ま
で
に
当
該
都

府
か
ら
文
書
で
通
知
さ
れ
ま
す
。

㈡

最
終
合
格
者

山
口
県
の
合
格
者
に
つ
い
て
は
、
令
和
四
年
十
二
月
中
旬
と
し
、
合
格
者
の
受
験
番
号
を
山
口

県
人
事
委
員
会
事
務
局
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
「
山
口
県
職
員
採
用
試
験
情
報
」
に
掲
載
す
る
と
と

も
に
、
合
格
者
に
文
書
で
通
知
し
ま
す
。

な
お
、
発
表
日
は
、
第
二
次
試
験
当
日
に
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

お
っ
て
、
東
京
都
及
び
大
阪
府
の
合
格
者
に
つ
い
て
は
、
令
和
五
年
二
月
上
旬
ま
で
に
当
該
都

府
か
ら
文
書
で
通
知
さ
れ
ま
す
。

㈢

試
験
の
得
点
等
の
開
示

試
験
の
得
点
及
び
順
位
の
開
示
は
、
山
口
県
人
事
委
員
会
事
務
局
に
お
い
て
行
う
の
で
、
試
験

の
得
点
及
び
順
位
の
開
示
を
受
け
よ
う
と
す
る
受
験
者
は
、
合
格
者
の
発
表
日
（
第
一
次
試
験
の

合
格
者
に
あ
っ
て
は
最
終
合
格
者
の
発
表
日
、
第
一
次
試
験
の
不
合
格
者
で
東
京
都
又
は
大
阪
府

を
志
望
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
当
該
都
府
の
最
終
合
格
者
の
発
表
日
）
以
後
、
来
所
の
上
、
そ
の

旨
を
山
口
県
人
事
委
員
会
に
申
し
出
て
く
だ
さ
い
。

八

合
格
か
ら
採
用
ま
で
の
経
路
及
び
給
与

㈠

合
格
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
都
府
県
の
採
用
候
補
者
名
簿
に
登
載
さ
れ
、
こ
の
う
ち
か
ら
各
都
府

県
の
任
命
権
者
（
警
視
総
監
又
は
警
察
本
部
長
）
が
採
用
者
を
決
定
し
ま
す
。
こ
の
名
簿
は
、
原

則
と
し
て
一
年
間
有
効
で
す
。

㈡

採
用
は
、
原
則
と
し
て
令
和
五
年
四
月
一
日
に
行
わ
れ
ま
す
。
採
用
者
は
、
巡
査
に
任
命
さ

れ
、
各
都
府
県
の
警
察
学
校
に
入
校
し
、
十
月
間
の
初
任
教
養
を
受
け
た
後
、
勤
務
箇
所
に
配
置

さ
れ
ま
す
。

㈢

給
与
は
、
各
都
府
県
で
多
少
の
差
は
あ
り
ま
す
が
、
山
口
県
に
お
い
て
は
、
原
則
と
し
て
、
一

般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
六
年
山
口
県
条
例
第
二
号
）
別
表
第
二
の
公
安

職
給
料
表
の
一
級
七
号
給
の
給
料
月
額
が
支
給
さ
れ
る
ほ
か
、
扶
養
手
当
、
住
居
手
当
、
通
勤
手

当
、
期
末
手
当
、
勤
勉
手
当
等
が
そ
れ
ぞ
れ
の
支
給
要
件
に
応
じ
て
支
給
さ
れ
ま
す
。

九

受
験
手
続
及
び
受
付
期
間

㈠

受
験
案
内
の
請
求

令
和
四
年
七
月
八
日
（
金
曜
日
）
以
後
に
山
口
県
人
事
委
員
会
事
務
局
（
山
口
市
滝
町
一
番
一

号
（
郵
便
番
号
七
五
三－

八
五
〇
一
）
）
に
請
求
し
て
く
だ
さ
い
。
郵
便
で
請
求
す
る
場
合
は
、

封
筒
の
表
に
「
山
口
県
警
察
官
🄑
受
験
案
内
請
求
」
と
朱
書
し
、
百
四
十
円
分
の
切
手
を
貼
っ
た

宛
先
及
び
郵
便
番
号
を
明
記
し
た
返
信
用
封
筒
（
縦
三
十
三
・
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
二
十
四

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
も
の
）
を
必
ず
同
封
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
受
験
案
内
は
、
山
口
県
内
の
警
察
署
、
交
番
及
び
駐
在
所
に
も
あ
り
ま
す
。

一
三

山 口 県 報 （定期） 第 319 号令和４年７月８日 金曜日



㈡

受
験
の
申
込
み

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
受
験
の
申
込
み
を
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
特
別
の
事
情
に
よ
り
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
る
受
験
の
申
込
み
を
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
は
、
令
和
四
年
八
月
二
日
（
火
曜
日
）
ま
で
に
山
口
県
人
事
委
員
会
事

務
局
（
電
話
〇
八
三－

九
三
三－

四
四
七
四
）
に
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

受
験
申
込
み
に
は
志
望
都
府
県
名
を
第
二
志
望
ま
で
入
力
で
き
ま
す
。

志
望
で
き
る
都
府
県
は
、
山
口
県
、
東
京
都
及
び
大
阪
府
の
三
都
府
県
で
す
。
た
だ
し
、
山
口

県
を
第
二
志
望
と
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

㈢

受
験
上
の
希
望
事
項

身
体
の
障
害
等
が
あ
る
者
で
試
験
当
日
に
車
椅
子
等
補
装
具
を
使
用
す
る
な
ど
、
受
験
に
際
し

て
の
希
望
事
項
が
あ
る
者
は
、
受
験
の
申
込
み
の
際
に
必
ず
そ
の
内
容
を
入
力
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
入
力
に
当
た
っ
て
は
、
山
口
県
人
事
委
員
会
事
務
局
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
「
山
口
県
職

員
採
用
試
験
情
報
」
に
掲
載
し
て
い
る
「
障
害
者
へ
の
受
験
上
の
配
慮
に
係
る
取
扱
要
領
」
を
参

照
し
て
く
だ
さ
い
。

㈣

受
付
の
期
間
及
び
時
間

令
和
四
年
七
月
八
日
（
金
曜
日
）
午
前
九
時
か
ら
同
年
八
月
十
六
日
（
火
曜
日
）
午
後
五
時
ま

で

十

そ
の
他

こ
の
試
験
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
山
口
県
人
事
委
員
会
事
務
局
又
は
山
口
県
警
察
本
部
警
務
部
警

務
課
（
電
話
〇
八
三－

九
三
三－

〇
一
一
〇
）
に
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

公

告令
和
四
年
度
山
口
県
警
察
官
（
女
性
）
採
用
🄐
試
験
（
第
二
回
）
の
実
施

令
和
四
年
度
山
口
県
警
察
官
（
女
性
）
採
用
🄐
試
験
（
第
二
回
）
を
次
の
と
お
り
実
施
し
ま
す
。

令
和
四
年
七
月
八
日

山
口
県
人
事
委
員
会

一

採
用
予
定
人
員

二
人
程
度

二

職
務
の
概
要

個
人
の
生
命
、
身
体
及
び
財
産
の
保
護
、
犯
罪
の
予
防
、
鎮
圧
及
び
捜
査
、
被
疑
者
の
逮
捕
、
交

通
の
取
締
り
そ
の
他
公
共
の
安
全
と
秩
序
の
維
持
の
任
務
に
従
事
し
ま
す
。

三

受
験
資
格

㈠

平
成
元
年
四
月
二
日
以
降
に
生
ま
れ
た
女
性
で
、
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十

六
号
）
に
規
定
す
る
大
学
（
山
口
県
人
事
委
員
会
が
こ
れ
と
同
等
と
認
め
る
も
の
を
含
み
、
短
期

大
学
を
除
く
。
）
の
卒
業
者
又
は
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
卒
業
す
る
見
込
み
の
者
が
受

験
で
き
ま
す
。

㈡

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
受
験
で
き
ま
せ
ん
。

⚑

日
本
の
国
籍
を
有
し
な
い
者

⚒

民
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
四
十
九
号
）
附
則
第
三
条
第
三
項

の
規
定
に
よ
り
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
準
禁
治
産
者

⚓

禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
る
ま
で
又
は
そ
の
執
行
を
受
け
る
こ
と
が

な
く
な
る
ま
で
の
者

⚔

山
口
県
に
お
い
て
懲
戒
免
職
の
処
分
を
受
け
、
当
該
処
分
の
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
な
い
者

⚕

日
本
国
憲
法
又
は
そ
の
下
に
成
立
し
た
政
府
を
暴
力
で
破
壊
す
る
こ
と
を
主
張
す
る
政
党
そ

の
他
の
団
体
を
結
成
し
、
又
は
こ
れ
に
加
入
し
た
者

四

試
験
の
方
法
、
内
容
、
日
時
及
び
場
所

試
験
は
、
第
一
次
試
験
及
び
第
二
次
試
験
と
し
、
第
二
次
試
験
は
、
第
一
次
試
験
合
格
者
に
つ
い

て
行
い
ま
す
。

㈠

第
一
次
試
験

⚑

方
法
及
び
内
容

警
察
官
と
し
て
必
要
な
一
般
的
な
知
識
及
び
知
能
に
つ
い
て
、
択
一
式
に
よ
る
筆
記
試
験
に

よ
り
、
大
学
卒
業
程
度
の
教
養
試
験
を
行
い
ま
す
。

⚒

日
時

令
和
四
年
九
月
十
八
日
（
日
曜
日
）

試
験
室
入
室

午
前
九
時
三
十
分
ま
で

試

験

午
前
十
時
か
ら
午
後
零
時
三
十
分
ま
で

⚓

場
所

山

口

市

山
口
県
立
大
学

㈡

第
二
次
試
験

１

方
法
及
び
内
容

⑴

論
文
試
験

思
考
力
、
表
現
力
、
構
成
力
等
に
つ
い
て
試
験
を
行
い
ま
す
。

⑵

口
述
試
験
等

人
物
に
つ
い
て
総
合
的
に
評
定
す
る
た
め
、
個
別
面
接
に
よ
る
試
験
及
び
適
性
検
査
を
行

い
ま
す
。

⑶

身
体
検
査
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医
療
機
関
に
お
い
て
検
査
し
ま
す
。
詳
細
に
つ
い
て
は
、
第
一
次
試
験
の
合
格
通
知
の
際

お
知
ら
せ
し
ま
す
。

な
お
、
検
査
に
は
、
次
の
よ
う
な
基
準
が
あ
り
ま
す
。

視

力

両
眼
と
も
裸
眼
視
力
が
〇
・
六
以
上
又
は
矯
正
視
力
が
一
・
〇
以
上
で
あ
る

こ
と
。

色

覚

職
務
の
遂
行
に
支
障
が
な
い
こ
と
。

聴

力

職
務
の
遂
行
に
支
障
が
な
い
こ
と
。

そ
の
他

職
務
の
遂
行
に
支
障
が
な
い
身
体
的
状
態
で
あ
る
こ
と
。

⑷

体
力
検
査

職
務
の
遂
行
上
必
要
な
体
力
を
有
す
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
検
査
し
ま
す
。

な
お
、
検
査
に
は
、
次
の
よ
う
な
基
準
が
あ
り
ま
す
。

反
復
横
跳
び

二
〇
秒
間
に
四
〇
回
以
上

シ
ャ
ト
ル
ラ
ン

二
五
回
以
上

関
節
運
動

職
務
の
遂
行
に
支
障
が
な
い
こ
と
。

⚒

日
時
及
び
場
所

⑴

適
性
検
査
及
び
論
文
試
験

日

時

令
和
四
年
十
月
二
十
二
日
（
土
曜
日
）

場

所

山
口
県
総
合
交
通
セ
ン
タ
ー

⑵

体
力
検
査

令
和
四
年
十
月
二
十
四
日
（
月
曜
日
）
又
は
同
月
二
十
五
日
（
火
曜
日
）
の
い
ず
れ
か

で
、
山
口
県
警
察
本
部
長
が
指
定
す
る
日
に
山
口
市
で
行
い
ま
す
。

⑶

口
述
試
験

令
和
四
年
十
月
二
十
六
日
（
水
曜
日
）
か
ら
同
年
十
一
月
二
十
二
日
（
火
曜
日
）
ま
で
の

間
で
、
山
口
県
警
察
本
部
長
が
指
定
す
る
日
に
山
口
市
で
行
い
ま
す
。

詳
細
に
つ
い
て
は
、
第
一
次
試
験
の
合
格
通
知
の
際
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

五

配
点

第
一
次
試
験
及
び
第
二
次
試
験
の
配
点
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
と
し
ま
す
。

㈠

第
一
次
試
験

教
養
試
験

五
〇
点

㈡

第
二
次
試
験

論
文
試
験

四
〇
点

口
述
試
験
等

一
四
〇
点

体
力
検
査

三
〇
点

六

合
格
者
の
決
定
方
法

㈠

第
一
次
試
験
合
格
者
は
、
試
験
の
得
点
順
に
決
定
し
ま
す
。

た
だ
し
、
教
養
試
験
の
得
点
が
平
均
点
の
五
割
未
満
の
場
合
は
、
不
合
格
と
な
り
ま
す
。

㈡

最
終
合
格
者
は
、
第
一
次
試
験
の
得
点
の
い
か
ん
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
二
次
試
験
の
結
果
に
基

づ
い
て
決
定
し
ま
す
。

た
だ
し
、
論
文
試
験
の
得
点
が
平
均
点
の
五
割
以
下
の
場
合
、
口
述
試
験
等
の
得
点
が
三
十
五

点
以
下
の
場
合
、
身
体
検
査
の
基
準
を
満
た
さ
な
い
場
合
又
は
体
力
検
査
の
二
項
目
以
上
が
基
準

に
達
し
な
い
場
合
若
し
く
は
一
項
目
で
も
著
し
く
基
準
を
下
回
る
場
合
は
、
不
合
格
と
な
り
ま

す
。

七

合
格
者
の
発
表

㈠

第
一
次
試
験
合
格
者

令
和
四
年
十
月
七
日
（
金
曜
日
）
と
し
、
合
格
者
の
受
験
番
号
を
山
口
県
人
事
委
員
会
事
務
局

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
「
山
口
県
職
員
採
用
試
験
情
報
」
に
掲
載
す
る
と
と
も
に
、
合
格
者
に
文
書

で
通
知
し
ま
す
。

㈡

最
終
合
格
者

令
和
四
年
十
二
月
中
旬
と
し
、
合
格
者
の
受
験
番
号
を
山
口
県
人
事
委
員
会
事
務
局
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
の
「
山
口
県
職
員
採
用
試
験
情
報
」
に
掲
載
す
る
と
と
も
に
、
合
格
者
に
文
書
で
通
知
し

ま
す
。

な
お
、
発
表
日
は
、
第
二
次
試
験
当
日
に
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

㈢

試
験
の
得
点
等
の
開
示

試
験
の
得
点
及
び
順
位
の
開
示
は
、
山
口
県
人
事
委
員
会
事
務
局
に
お
い
て
行
う
の
で
、
試
験

の
得
点
及
び
順
位
の
開
示
を
受
け
よ
う
と
す
る
受
験
者
は
、
合
格
者
の
発
表
日
（
第
一
次
試
験
の

合
格
者
に
あ
っ
て
は
、
最
終
合
格
者
の
発
表
日
）
以
後
、
来
所
の
上
、
そ
の
旨
を
山
口
県
人
事
委

員
会
に
申
し
出
て
く
だ
さ
い
。

八

合
格
か
ら
採
用
ま
で
の
経
路
及
び
給
与

㈠

合
格
者
は
、
山
口
県
人
事
委
員
会
が
作
成
す
る
採
用
候
補
者
名
簿
に
登
載
さ
れ
、
こ
の
う
ち
か

ら
山
口
県
警
察
本
部
長
が
採
用
者
を
決
定
し
ま
す
。
こ
の
名
簿
は
、
原
則
と
し
て
一
年
間
有
効
で

す
。

㈡

採
用
は
、
原
則
と
し
て
令
和
五
年
四
月
一
日
に
行
わ
れ
ま
す
。
採
用
者
は
、
山
口
県
巡
査
に
任

命
さ
れ
、
山
口
県
警
察
学
校
に
入
校
し
、
六
月
間
の
初
任
教
養
を
受
け
た
後
、
勤
務
箇
所
に
配
置

さ
れ
ま
す
。

㈢

給
与
は
、
原
則
と
し
て
、
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
六
年
山
口
県
条

例
第
二
号
）
別
表
第
二
の
公
安
職
給
料
表
の
一
級
二
十
三
号
給
の
給
料
月
額
が
支
給
さ
れ
る
ほ

か
、
扶
養
手
当
、
住
居
手
当
、
通
勤
手
当
、
期
末
手
当
、
勤
勉
手
当
等
が
そ
れ
ぞ
れ
の
支
給
要
件

に
応
じ
て
支
給
さ
れ
ま
す
。
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九

受
験
手
続
及
び
受
付
期
間

㈠

受
験
案
内
の
請
求

令
和
四
年
七
月
八
日
（
金
曜
日
）
以
後
に
山
口
県
人
事
委
員
会
事
務
局
（
山
口
市
滝
町
一
番
一

号
（
郵
便
番
号
七
五
三－

八
五
〇
一
）
）
に
請
求
し
て
く
だ
さ
い
。
郵
便
で
請
求
す
る
場
合
は
、

封
筒
の
表
に
「
山
口
県
警
察
官
🄐
受
験
案
内
請
求
」
と
朱
書
し
、
百
四
十
円
分
の
切
手
を
貼
っ
た

宛
先
及
び
郵
便
番
号
を
明
記
し
た
返
信
用
封
筒
（
縦
三
十
三
・
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
二
十
四

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
も
の
）
を
必
ず
同
封
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
受
験
案
内
は
、
山
口
県
内
の
警
察
署
、
交
番
及
び
駐
在
所
に
も
あ
り
ま
す
。

㈡

受
験
の
申
込
み

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
受
験
の
申
込
み
を
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
特
別
の
事
情
に
よ
り
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
る
受
験
の
申
込
み
を
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
は
、
令
和
四
年
八
月
二
日
（
火
曜
日
）
ま
で
に
山
口
県
人
事
委
員
会
事

務
局
（
電
話
〇
八
三－

九
三
三－

四
四
七
四
）
に
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

㈢

受
験
上
の
希
望
事
項

身
体
の
障
害
等
が
あ
る
者
で
試
験
当
日
に
車
椅
子
等
補
装
具
を
使
用
す
る
な
ど
、
受
験
に
際
し

て
の
希
望
事
項
が
あ
る
者
は
、
受
験
の
申
込
み
の
際
に
必
ず
そ
の
内
容
を
入
力
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
入
力
に
当
た
っ
て
は
、
山
口
県
人
事
委
員
会
事
務
局
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
「
山
口
県
職

員
採
用
試
験
情
報
」
に
掲
載
し
て
い
る
「
障
害
者
へ
の
受
験
上
の
配
慮
に
係
る
取
扱
要
領
」
を
参

照
し
て
く
だ
さ
い
。

㈣

受
付
の
期
間
及
び
時
間

令
和
四
年
七
月
八
日
（
金
曜
日
）
午
前
九
時
か
ら
同
年
八
月
十
六
日
（
火
曜
日
）
午
後
五
時
ま

で

十

そ
の
他

こ
の
試
験
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
山
口
県
人
事
委
員
会
事
務
局
又
は
山
口
県
警
察
本
部
警
務
部
警

務
課
（
電
話
〇
八
三－

九
三
三－

〇
一
一
〇
）
に
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

公

告令
和
四
年
度
山
口
県
警
察
官
（
女
性
）
採
用
🄑
試
験
の
実
施

令
和
四
年
度
山
口
県
警
察
官
（
女
性
）
採
用
🄑
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
し
ま
す
。

令
和
四
年
七
月
八
日

山
口
県
人
事
委
員
会

一

採
用
予
定
人
員

十
人
程
度

二

職
務
の
概
要

個
人
の
生
命
、
身
体
及
び
財
産
の
保
護
、
犯
罪
の
予
防
、
鎮
圧
及
び
捜
査
、
被
疑
者
の
逮
捕
、
交

通
の
取
締
り
そ
の
他
公
共
の
安
全
と
秩
序
の
維
持
の
任
務
に
従
事
し
ま
す
。

三

受
験
資
格

㈠

平
成
元
年
四
月
二
日
か
ら
平
成
十
七
年
四
月
一
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
女
性
が
受
験
で
き
ま
す
。

た
だ
し
、
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
に
規
定
す
る
大
学
（
山
口
県
人
事

委
員
会
が
こ
れ
と
同
等
と
認
め
る
も
の
を
含
み
、
短
期
大
学
を
除
く
。
以
下
「
大
学
等
」
と
い

う
。
）
の
卒
業
者
又
は
大
学
等
に
在
籍
し
て
い
る
者
は
、
受
験
で
き
ま
せ
ん
。

㈡

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
受
験
で
き
ま
せ
ん
。

１

日
本
の
国
籍
を
有
し
な
い
者

⚒

民
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
四
十
九
号
）
附
則
第
三
条
第
三
項

の
規
定
に
よ
り
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
準
禁
治
産
者

⚓

禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
る
ま
で
又
は
そ
の
執
行
を
受
け
る
こ
と
が

な
く
な
る
ま
で
の
者

⚔

山
口
県
に
お
い
て
懲
戒
免
職
の
処
分
を
受
け
、
当
該
処
分
の
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
な
い
者

⚕

日
本
国
憲
法
又
は
そ
の
下
に
成
立
し
た
政
府
を
暴
力
で
破
壊
す
る
こ
と
を
主
張
す
る
政
党
そ

の
他
の
団
体
を
結
成
し
、
又
は
こ
れ
に
加
入
し
た
者

四

試
験
の
方
法
、
内
容
、
日
時
及
び
場
所

試
験
は
、
第
一
次
試
験
及
び
第
二
次
試
験
と
し
、
第
二
次
試
験
は
、
第
一
次
試
験
合
格
者
に
つ
い

て
行
い
ま
す
。

㈠

第
一
次
試
験

⚑

方
法
及
び
内
容

警
察
官
と
し
て
必
要
な
一
般
的
な
知
識
及
び
知
能
に
つ
い
て
、
択
一
式
に
よ
る
筆
記
試
験
に

よ
り
、
高
等
学
校
卒
業
程
度
の
教
養
試
験
を
行
い
ま
す
。

⚒

日
時

令
和
四
年
九
月
十
八
日
（
日
曜
日
）

試
験
室
入
室

午
前
九
時
三
十
分
ま
で

試

験

午
前
十
時
か
ら
午
後
零
時
ま
で

⚓

場
所

下

関

市

下
関
市
立
大
学

山

口

市

山
口
県
立
大
学

周

南

市

山
口
県
周
南
総
合
庁
舎

㈡

第
二
次
試
験
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⚑

方
法
及
び
内
容

⑴

作
文
試
験

表
現
力
、
構
成
力
等
に
つ
い
て
試
験
を
行
い
ま
す
。

⑵

口
述
試
験
等

人
物
に
つ
い
て
総
合
的
に
評
定
す
る
た
め
、
個
別
面
接
に
よ
る
試
験
及
び
適
性
検
査
を
行

い
ま
す
。

⑶

身
体
検
査

医
療
機
関
に
お
い
て
検
査
し
ま
す
。
詳
細
に
つ
い
て
は
、
第
一
次
試
験
の
合
格
通
知
の
際

お
知
ら
せ
し
ま
す
。

な
お
、
検
査
に
は
、
次
の
よ
う
な
基
準
が
あ
り
ま
す
。

視

力

両
眼
と
も
裸
眼
視
力
が
〇
・
六
以
上
又
は
矯
正
視
力
が
一
・
〇
以
上
で
あ
る

こ
と
。

色

覚

職
務
の
遂
行
に
支
障
が
な
い
こ
と
。

聴

力

職
務
の
遂
行
に
支
障
が
な
い
こ
と
。

そ
の
他

職
務
の
遂
行
に
支
障
が
な
い
身
体
的
状
態
で
あ
る
こ
と
。

⑷

体
力
検
査

職
務
の
遂
行
上
必
要
な
体
力
を
有
す
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
検
査
し
ま
す
。

な
お
、
検
査
に
は
、
次
の
よ
う
な
基
準
が
あ
り
ま
す
。

反
復
横
跳
び

二
〇
秒
間
に
四
〇
回
以
上

シ
ャ
ト
ル
ラ
ン

二
五
回
以
上

関
節
運
動

職
務
の
遂
行
に
支
障
が
な
い
こ
と
。

⚒

日
時
及
び
場
所

⑴

適
性
検
査
及
び
作
文
試
験

日

時

令
和
四
年
十
月
二
十
二
日
（
土
曜
日
）

場

所

山
口
県
総
合
交
通
セ
ン
タ
ー

⑵

体
力
検
査

令
和
四
年
十
月
二
十
四
日
（
月
曜
日
）
又
は
同
月
二
十
五
日
（
火
曜
日
）
の
い
ず
れ
か

で
、
山
口
県
警
察
本
部
長
が
指
定
す
る
日
に
山
口
市
で
行
い
ま
す
。

⑶

口
述
試
験

令
和
四
年
十
月
二
十
六
日
（
水
曜
日
）
か
ら
同
年
十
一
月
二
十
二
日
（
火
曜
日
）
ま
で
の

間
で
、
山
口
県
警
察
本
部
長
が
指
定
す
る
日
に
山
口
市
で
行
い
ま
す
。

詳
細
に
つ
い
て
は
、
第
一
次
試
験
の
合
格
通
知
の
際
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

五

配
点

第
一
次
試
験
及
び
第
二
次
試
験
の
配
点
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
と
し
ま
す
。

㈠

第
一
次
試
験

教
養
試
験

五
〇
点

㈡

第
二
次
試
験

作
文
試
験

四
〇
点

口
述
試
験
等

一
四
〇
点

体
力
検
査

三
〇
点

六

合
格
者
の
決
定
方
法

㈠

第
一
次
試
験
合
格
者
は
、
試
験
の
得
点
順
に
決
定
し
ま
す
。

た
だ
し
、
教
養
試
験
の
得
点
が
平
均
点
の
五
割
未
満
の
場
合
は
、
不
合
格
と
な
り
ま
す
。

㈡

最
終
合
格
者
は
、
第
一
次
試
験
の
得
点
の
い
か
ん
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
二
次
試
験
の
結
果
に
基

づ
い
て
決
定
し
ま
す
。

た
だ
し
、
作
文
試
験
の
得
点
が
平
均
点
の
五
割
以
下
の
場
合
、
口
述
試
験
等
の
得
点
が
三
十
五

点
以
下
の
場
合
、
身
体
検
査
の
基
準
を
満
た
さ
な
い
場
合
又
は
体
力
検
査
の
二
項
目
以
上
が
基
準

に
達
し
な
い
場
合
若
し
く
は
一
項
目
で
も
著
し
く
基
準
を
下
回
る
場
合
は
、
不
合
格
と
な
り
ま

す
。

七

合
格
者
の
発
表

㈠

第
一
次
試
験
合
格
者

令
和
四
年
十
月
七
日
（
金
曜
日
）
と
し
、
合
格
者
の
受
験
番
号
を
山
口
県
人
事
委
員
会
事
務
局

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
「
山
口
県
職
員
採
用
試
験
情
報
」
に
掲
載
す
る
と
と
も
に
、
合
格
者
に
文
書

で
通
知
し
ま
す
。

㈡

最
終
合
格
者

令
和
四
年
十
二
月
中
旬
と
し
、
合
格
者
の
受
験
番
号
を
山
口
県
人
事
委
員
会
事
務
局
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
の
「
山
口
県
職
員
採
用
試
験
情
報
」
に
掲
載
す
る
と
と
も
に
、
合
格
者
に
文
書
で
通
知
し

ま
す
。

な
お
、
発
表
日
は
、
第
二
次
試
験
当
日
に
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

㈢

試
験
の
得
点
等
の
開
示

試
験
の
得
点
及
び
順
位
の
開
示
は
、
山
口
県
人
事
委
員
会
事
務
局
に
お
い
て
行
う
の
で
、
試
験

の
得
点
及
び
順
位
の
開
示
を
受
け
よ
う
と
す
る
受
験
者
は
、
合
格
者
の
発
表
日
（
第
一
次
試
験
の

合
格
者
に
あ
っ
て
は
、
最
終
合
格
者
の
発
表
日
）
以
後
、
来
所
の
上
、
そ
の
旨
を
山
口
県
人
事
委

員
会
に
申
し
出
て
く
だ
さ
い
。

八

合
格
か
ら
採
用
ま
で
の
経
路
及
び
給
与

㈠

合
格
者
は
、
山
口
県
人
事
委
員
会
が
作
成
す
る
採
用
候
補
者
名
簿
に
登
載
さ
れ
、
こ
の
う
ち
か

ら
山
口
県
警
察
本
部
長
が
採
用
者
を
決
定
し
ま
す
。
こ
の
名
簿
は
、
原
則
と
し
て
一
年
間
有
効
で

す
。
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㈡

採
用
は
、
原
則
と
し
て
令
和
五
年
四
月
一
日
に
行
わ
れ
ま
す
。
採
用
者
は
、
山
口
県
巡
査
に
任

命
さ
れ
、
山
口
県
警
察
学
校
に
入
校
し
、
十
月
間
の
初
任
教
養
を
受
け
た
後
、
勤
務
箇
所
に
配
置

さ
れ
ま
す
。

㈢

給
与
は
、
原
則
と
し
て
、
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
六
年
山
口
県
条

例
第
二
号
）
別
表
第
二
の
公
安
職
給
料
表
の
一
級
七
号
給
の
給
料
月
額
が
支
給
さ
れ
る
ほ
か
、
扶

養
手
当
、
住
居
手
当
、
通
勤
手
当
、
期
末
手
当
、
勤
勉
手
当
等
が
そ
れ
ぞ
れ
の
支
給
要
件
に
応
じ

て
支
給
さ
れ
ま
す
。

九

受
験
手
続
及
び
受
付
期
間

㈠

受
験
案
内
の
請
求

令
和
四
年
七
月
八
日
（
金
曜
日
）
以
後
に
山
口
県
人
事
委
員
会
事
務
局
（
山
口
市
滝
町
一
番
一

号
（
郵
便
番
号
七
五
三－

八
五
〇
一
）
）
に
請
求
し
て
く
だ
さ
い
。
郵
便
で
請
求
す
る
場
合
は
、

封
筒
の
表
に
「
山
口
県
警
察
官
🄑
受
験
案
内
請
求
」
と
朱
書
し
、
百
四
十
円
分
の
切
手
を
貼
っ
た

宛
先
及
び
郵
便
番
号
を
明
記
し
た
返
信
用
封
筒
（
縦
三
十
三
・
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
二
十
四

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
も
の
）
を
必
ず
同
封
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
受
験
案
内
は
、
山
口
県
内
の
警
察
署
、
交
番
及
び
駐
在
所
に
も
あ
り
ま
す
。

㈡

受
験
の
申
込
み

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
受
験
の
申
込
み
を
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
特
別
の
事
情
に
よ
り
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
る
受
験
の
申
込
み
を
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
は
、
令
和
四
年
八
月
二
日
（
火
曜
日
）
ま
で
に
山
口
県
人
事
委
員
会
事

務
局
（
電
話
〇
八
三－

九
三
三－

四
四
七
四
）
に
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

㈢

受
験
上
の
希
望
事
項

身
体
の
障
害
等
が
あ
る
者
で
試
験
当
日
に
車
椅
子
等
補
装
具
を
使
用
す
る
な
ど
、
受
験
に
際
し

て
の
希
望
事
項
が
あ
る
者
は
、
受
験
の
申
込
み
の
際
に
必
ず
そ
の
内
容
を
入
力
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
入
力
に
当
た
っ
て
は
、
山
口
県
人
事
委
員
会
事
務
局
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
「
山
口
県
職

員
採
用
試
験
情
報
」
に
掲
載
し
て
い
る
「
障
害
者
へ
の
受
験
上
の
配
慮
に
係
る
取
扱
要
領
」
を
参

照
し
て
く
だ
さ
い
。

㈣

受
付
の
期
間
及
び
時
間

令
和
四
年
七
月
八
日
（
金
曜
日
）
午
前
九
時
か
ら
同
年
八
月
十
六
日
（
火
曜
日
）
午
後
五
時
ま

で

十

そ
の
他

こ
の
試
験
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
山
口
県
人
事
委
員
会
事
務
局
又
は
山
口
県
警
察
本
部
警
務
部
警

務
課
（
電
話
〇
八
三－

九
三
三－

〇
一
一
〇
）
に
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

公
安
委
員
会

公

告契
約
の
締
結

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
の
方
法
に
よ
り
契
約
を
締
結
し
ま
し
た
。

令
和
四
年
七
月
八
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

事
務
を
担
当
す
る
課
の
名
称
及
び
所
在
地

山
口
県
警
察
本
部
警
務
部
会
計
課

山
口
市
滝
町
一
番
一
号

二

落
札
に
係
る
物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

自
動
車
保
管
場
所
証
明
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
サ
ー
ビ
ス
シ
ス
テ
ム
機
器

一
式

三

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

四

落
札
者
を
決
定
し
た
日

令
和
四
年
六
月
七
日

五

落
札
者
の
名
称
及
び
そ
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

西
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社

大
阪
市
都
島
区
東
野
田
町
四
丁
目
一
五
番
八
二
号

六

落
札
金
額

一
億
三
千
百
三
十
四
万
円

七

入
札
公
告
日

令
和
四
年
四
月
二
十
二
日

八

そ
の
他

㈠

契
約
担
当
者

山
口
県
知
事

村
岡

嗣
政

㈡

調
達
方
法

借
入
れ

㈢

落
札
方
式

最
低
価
格

一

事
務
を
担
当
す
る
課
の
名
称
及
び
所
在
地

山
口
県
警
察
本
部
警
務
部
会
計
課

山
口
市
滝
町
一
番
一
号

一
八
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二

落
札
に
係
る
物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

交
通
管
制
セ
ン
タ
ー
中
央
処
理
装
置

一
式

三

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

四

落
札
者
を
決
定
し
た
日

令
和
四
年
六
月
七
日

五

落
札
者
の
名
称
及
び
そ
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

東
京
セ
ン
チ
ュ
リ
ー
株
式
会
社

東
京
都
千
代
田
区
神
田
練
塀
町
三
番
地

六

落
札
金
額

二
億
七
千
四
百
二
十
一
万
六
千
八
百
円

七

入
札
公
告
日

令
和
四
年
四
月
二
十
二
日

八

そ
の
他

㈠

契
約
担
当
者

山
口
県
知
事

村
岡

嗣
政

㈡

調
達
方
法

借
入
れ

㈢

落
札
方
式

最
低
価
格

一
八
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一
九
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令
和
四
年
七
月
八
日
印
刷

発
行
所

山

口

県

庁

令
和
四
年
七
月
八
日
発
行

発
行
人

山
口
県
知
事


